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公布された規則のあらまし

◇職務に専念する義務の特例に関する規則の一部を改正する規則
1 　職員の職務に専念する義務が免除される場合として、職員が人
事評価制度における苦情相談をする場合を定めることにしまし
た。
2　この規則は、平成18年 9 月30日から施行することにしました。
（平成18年大阪市人事委員会規則第17号　監査・人事制度事務総括
局任用調査部調査担当）

規　　　　則

　職務に専念する義務の特例に関する規則の一部を改正する規則を
公布する。
　　平成18年 9 月27日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪市人事委員会

委員長　　松　岡　　博　
大阪市人事委員会規則第17号

職務に専念する義務の特例に関する規則の一部を改正
する規則

　職務に専念する義務の特例に関する規則（昭和26年大阪市人事委
員会規則第 6号）の一部を次のように改正する。
　第 2条第 1項中第 2号の 2を第 2号の 3とし、第 2号の次に次の
1号を加える。
（ 2の 2）職員が人事評価制度における苦情相談をする場合

附　則
　この規則は、平成18年 9 月30日から施行する。

（監査・人事制度事務総括局任用調査部調査担当）
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告　　　　示

大阪市告示第1019号
　平成18年 9 月21日に執行した大阪都市計画事業淡路駅周辺地区土
地区画整理審議会委員選挙において、次のとおり当選人を決定した
ので、土地区画整理法施行令（昭和30年政令第47号）第35条第 5項
の規定により公告する。
　　平成18年 9 月22日

大阪市長　　關　　　淳　一　
1　施行地区内の宅地の所有者のうちから選挙される委員の当選人

氏名又は名称 住所又は所在地
吉川　武 大阪市東淀川区東淡路四丁目28番15号
大西　己信 大阪市東淀川区東淡路四丁目17番19号
小西　富夫 大阪市東淀川区東淡路四丁目34番17号
株式会社　アイツーエム 大阪市中央区日本橋二丁目10番17号
中畑　ひろし 大阪市東淀川区菅原五丁目11番 6 号
新崎　治彦 大阪市東淀川区東淡路四丁目34番15号
吉田　秀雄 大阪市東淀川区淡路五丁目 5番 8号
馬場　富助 大阪市東淀川区東淡路四丁目33番 7 号

2 　施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちから選挙さ
れる委員の当選人

氏名又は名称 住所又は所在地
池尾　由美子 大阪市東淀川区東淡路二丁目16番13号

（建設局　淡路土地区画整理事務所）
（平18. 9 .22掲示済）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1020号
　道路法（昭和27年法律第180号）第71条第 3 項の規定により、次
のとおり公告する。
　　平成18年 9 月26日

大阪市長　　關　　　淳　一　
　次の道路上にある物件は、道路法第43条の規定に違反するので、
平成18年10月10日までに除却されたい。
　その日までに除却されない場合は、市長又はその命じた者若しく
は委任した者が除却する。

№ 種　　　　類 場　　　　所

1
普通自動車
（スズキ　白色）

西成区出城 3丁目 1番先

2
普通自動車
（スズキ　白色）

西成区太子 1丁目 3番先

3
普通自動車
（スズキ　黒色）

西成区太子 1丁目 3番先

4
普通自動車
（ダイハツ　紺色）

西成区太子 1丁目 5番先

5
普通自動車
（トヨタ　緑色）

西成区太子 1丁目13番先

（建設局管理部路政課）
（平18. 9 . 26掲示済）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1020号の 2
　道路法（昭和27年法律第180号）第71条第 3 項の規定により、次
のとおり公告する。
　　　平成18年 9 月28日

大阪市長　　關　　　淳　一　
　次の道路上にある物件は、道路法第43条の規定に違反するので、
平成18年10月12日までに除却されたい。
　その日までに除却されない場合は、市長又はその命じた者若しく
は委任した者が除却する。

種　　　　類 場　　　　所
普通自動車
（外国車　黒色）

浪速区桜川 1丁目 6番先

（建設局管理部路政課）
（平18. 9 . 28掲示済）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1052号
　平成18年 9 月20日開議の市会本会議の議決を経た予算の要領は、
次のとおりである。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
平成18年度大阪市港営事業会計補正予算

（総　則）
第 1条　平成18年度大阪市港営事業会計の補正予算（第 1回）は、
次に定めるところによる。
（重要な資産の処分の補正）
第 2条　予算第 9条表数量欄中「60,000平方メートル」を「100,000
平方メートル」に改め、同条表に次の重要な資産の処分を加える。

種　類 名　称 数　量 処分の態様

処分する資産 建　物

複合管理棟
大阪市住之江
区南港東 4丁
目 1番地14

延床面積
1,900 平 方
メートル

売払い

（担当課：財政局財務部財務課）
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1053号
　　平成18年10月 6 日
　一般競争入札を執行するので、次のとおり公示する。

大阪市長　　關　　　淳　一　
1　担当課
⑴　大阪市財政局主税部主税課管理担当
⑵　大阪市財政局主税部課税課個人課税担当
〒530－8201　大阪市北区中之島 1－ 3－20
　電話　06－6208－7741 ～ 2 （管理担当）
　　　　06－6208－7751 ～ 3 （個人課税担当）

2　入札に付する事項
⑴　役務の名称
平成19年度個人市民税システム当初処理（平成18年度執行分）

⑵　契約期間
平成18年11月20日～平成19年 3 月31日

⑶　内容
　提出された課税資料を受付・点検し、パンチデータの作成を
行う。また、処理したデータを指定した用紙に印字し、印字さ
れた帳票についてブッキング及び封入・封緘を行い、本市に納
品する。

3　入札参加資格
　次に掲げる要件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査に
おいて、その資格を認められた者は入札に参加することができる。
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の11第 1
項において準用する同令第167条の 4 の規定に該当しない者で
あること
⑵　入札参加申出時において、大阪市競争入札指名停止措置要綱
に基づく指名停止を受けていないこと
⑶　平成16・17・18・19年度の本市入札参加資格有資格者名簿に
物品種目「47情報処理サービス」で登録していること
⑷　本市又は他の地方公共団体での同種の契約実績を有すること
4　入札参加申請書等の交付
⑴　入札説明書の交付場所、入札参加申出書の受付場所、契約条
項を示す場所及び当該入札に関する問い合わせ場所
　上記 1に同じ
⑵　入札説明書等の交付方法
　公示の日から平成18年10月20日（金）まで無償により交付す
る。
⑶　入札参加申出書の受付期間
　公示の日の翌日から平成18年10月20日（金）午後 5時まで

5　入札執行の日時等
⑴　入札書受付期間
　平成18年11月20日（月）午前11時から午前11時30分まで
⑵　開札予定日時
　平成18年11月20日（月）午前11時30分
⑶　場所
〒530－8201
　大阪市北区中之島 1－ 3－20　大阪市役所本庁舎 6階
　大阪市住宅局入札室

　ただし、大阪市契約規則（昭和39年大阪市規則第18号。以下「契
約規則」という。）第25条第 2 項に規定する郵便等による入札の

場合は平成18年11月17日（金） 5時までに必着のこと。
6　入札保証金
⑴　入札保証金
　免除
⑵　保証契約金
　要
　ただし、契約規則第37条第 1項の規定に該当する場合は、免
除する。
⑶　保証人
　不要
⑷　契約手続きにおいて使用する言語及び通貨
　日本語及び日本国通貨
⑸　契約書作成の要否
　要
⑹　落札者の決定方法
　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とする。

7　入札者に要求される事項
　入札に参加を希望する者は、本公示に示した入札参加申請書等
を平成18年10月20日（金）午後 5時までに提出又は郵便等により
必着しなければならない。提出された証明書等の審査の結果によ
っては、入札に参加することができない。
　なお、当該書類に関し、本市より説明を求められた場合には、
これに応じなければならない。
8　入札の無効
　契約規則第28条第 1項の規定に該当する入札
9　その他
⑴　この調達は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を
受けるものである。
⑵　詳細は入札説明書による。
⑶　当該業務に直接関連する他の業務委託契約を当該業務の契約
相手方との随意契約により締結する予定の有無
有
詳細は仕様書による。

10　Summary
⑴　Nature and quantity of the service
　Initial processing system of municipal inhabitant's tax for 
2007 (2006 contract part)
⑵　The closing date and time for the submission of application 
forms and attached documents for the qualification 
confirmation: 5 :00 PM, 20 October 2006
⑶　The date and time for the submission of tenders:
①　in person: from 11:00AM to 11:30AM, 20 November 2006
②　by post: 5: 00PM, 19 November 2006
⑷　A contact point where tender documents are available:
　Taxation Department, Tax Division, Finance Bureau, 
The City of Osaka 1 - 3 -20, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 
530-8201,
　TEL　06-6208-7741 ～ 7742

（財政局主税部主税課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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大阪市告示第1054号
　一般競争入札を執行するので、次のとおり公示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
1　担当課
〒552－0007　大阪市港区弁天 1丁目 2番 1－1300号
　大阪市財政局契約監理部
　　契約課　電話　06－4395－7161
　　審査課　電話　06－4395－7141

2 　入札に付する事項
⑴　購入物品及び数量
透過電子顕微鏡装置 一式
（電子入札対象案件）

⑵　購入物品の特質等
　入札説明書による。
⑶　納入期限
　平成19年 3 月20日
⑷　納入場所
　大阪市立工業研究所

3　入札参加資格
　次に掲げる要件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査に
おいて、その資格を認められた者は入札に参加することができる。
　なお、本市入札参加有資格者名簿に登録されていない者は、本
市入札参加資格審査申請（以下「資格審査申請」という。）を財
政局契約監理部審査課に行えば当該審査を行う。ただし、平成18
年10月27日（金）までに資格審査申請を行わない場合は、入札に
参加することができない。
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の 4 の規
定に該当しない者であること
⑵　入札参加申出時において、大阪市競争入札指名停止措置要綱
に基づく指名停止を受けていないこと
⑶　平成16・17・18・19年度本市入札参加有資格者名簿に物品種
目「21医療・理化学機器」で登録していること
⑷　当該物品又はこれと類似する物品について、同程度規模の納
入実績があること
⑸　当該物品を納入後、修理、点検、保守その他アフターサービ
ス及び部品供給等について、長期にわたり適切かつ迅速な体制
が整備されていることの証明書の提出ができること
⑹　当該物品の据付、接続及び調整等、納入体制に関する証明書
の提出ができること
⑺　納入しようとする物品が、仕様書に定めた条件を満たすこと
の証明書の提出ができること

4　入札説明書の交付場所等
⑴　入札説明書の交付場所、入札参加申請書の受付場所、契約条
項を示す場所及び当該入札に関する問い合わせ先
　システム上及び担当課（ 1に同じ）
⑵　入札説明書等の交付方法
　公示の日から平成18年10月27日（金）まで無償により交付す
る。
⑶　入札参加申出書の受付期間
　公示の日の翌日から平成18年10月27日（金）午後 5時まで

5　入札執行の日時等
⑴　電子入札による場合
①　入札書受付期間
　平成18年11月28日（火）から平成18年11月29日（水）まで

の午前 9時から午後 5時まで
②　開札予定日時
　平成18年11月30日（木）午後 1時30分
③　場所
　システム上とする

⑵　紙入札による場合
①　入札書受付期間
　平成18年11月30日（木）午後 1時から午後 1時30分まで
②　開札予定日時
　平成18年11月30日（木）午後 1時30分
③　場所
　大阪市財政局契約監理部契約課第 2入札室（ 1に同じ）
　ただし、大阪市契約規則（昭和39年大阪市規則第18号。以下
「契約規則」という。）第25条第 2項に規定する郵便等による入
札の場合は平成18年11月29日（水）午後 5時までに必着のこと

6　入札保証金等
⑴　入札保証金
　免除
⑵　契約保証金
　要
　ただし、契約規則第37条第 1項の規定に該当する場合は免除
する。
⑶　保証人
　不要
⑷　契約手続において使用する言語及び通貨
　日本語及び日本国通貨
⑸　契約書作成の要否
　要
⑹　落札者の決定方法
　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とする。

7　入札者に要求される事項
　入札に参加を希望する者は、本公示に示した入札参加申請書等
を平成18年10月27日（金）午後 5時までに提出又は郵便等により
必着しなければならない。提出された証明書等の審査の結果によ
っては、入札に参加することができない。
　なお、当該書類に関し、本市より説明を求められた場合には、
これに応じなければならない。
8　入札の無効
契約規則第28条第 1項の規定に該当する入札

9　その他
⑴　この調達は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を
受けるものである。
⑵　詳細は入札説明書による。
10　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
　Transmission electron microscope 1 set

⑵　The closing date and time for the submission of application 
forms and attached documents for the qualification 
confirmation: 5:00PM,  27 October 2006
⑶　The date and time for the submission of tenders:
①　on the Osaka City Electronic Tender System:
from 9:00AM, 28 November 2006 to 5:00PM, 29 November 
2006

②　in person:from 1:00PM to 1:30PM, 30 November 2006
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③　by post: 5:00PM, 29 November 2006
(4)　A contact point where tender documents are available:
　Procurement Department, Contracts Division, Finance 
Bureau, The City of Osaka
2 - 1 -1300, Benten 1-chome, Minato-ku, Osaka 552-0007, 
TEL06-4395-7161

（財政局契約監理部契約課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示1055号
　一般競争入札を執行するので、次のとおり公示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
1　担当課
〒552－0007　大阪市港区弁天 1丁目 2番1－1300号
　大阪市財政局契約監理部
　　契約課　電話　06－4395－7161
　　審査課　電話　06－4395－7141

2 　入札に付する事項
⑴　購入物品及び予定数量
　高分子凝集剤（中浜下水処理場外 5ヶ所）12月～ 3月分

99,000㎏
　（電子入札対象案件）
⑵　購入物品の特質等
　入札説明書による。
⑶　納入期間
　平成18年12月 1 日から平成19年 3 月31日までの間
⑷　納入場所
　入札説明書による。
⑸　納入方法
　本市が指定した日時に、指定する数量を納入すること
⑹　入札方法
　入札後資格確認型一般競争入札による。

3　入札参加資格等
　入札参加申出時において、⑴～⑶までの資格を認められた者は
入札に参加することができる。ただし、落札者となるためには、
入札後に行う技術審査等において、⑷～⑹までの要件についても
資格を認められる必要がある。
　なお、本市入札参加有資格者名簿に登録されていない者は、本
市入札参加資格審査申請（以下「資格審査申請」という。）を財
政局契約監理部審査課に行えば当該審査を行う。ただし、平成18
年10月18日（水）までに資格審査申請を行わない場合は、入札に
参加することができない。
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の 4 の規
定に該当しない者であること
⑵　大阪市競争入札指名停止措置要綱に基づく指名停止を受けて
いないこと
⑶　平成16・17・18・19年度本市入札参加有資格者名簿に物品種
目「22　薬品類」で登録していること
⑷　当該物品又はこれと類似する物品について、同程度規模の納
入実績があること
⑸　当該物品の納入に際し、本市の要請に応じて指定数量を迅速

に納入することができる体制が整備されていること
⑹　本市都市環境局における製品検査に合格した物品を確実に納
入できることの証明書の提出ができること

4　入札説明書の交付場所等
⑴　入札説明書等の交付場所、入札参加申請書の受付場所、契約
条項を示す場所及び当該入札に関する問い合わせ先
　システム上、及び担当課（ 1に同じ）
⑵　入札説明書等の交付方法
　公示の日から平成18年10月18日（水）まで無償により交付す
る。
⑶　入札参加申請書の受付期間
　公示の日の翌日から平成18年10月18日（水）午後 5時まで

5　入札執行の日時等
⑴　電子入札による場合
①　入札書受付期間
　平成18年10月30日（月）から平成18年10月31日（火）まで
の午前 9時から午後 5時まで
②　開札予定日時
　平成18年11月 1 日（水）午後 1時30分
③　場所
　システム上とする。

⑵　紙入札による場合
①　入札書受付期間
　平成18年11月 1 日（水）午後 1時から午後 1時30分まで
②　開札予定日時
　平成18年11月 1 日（水）午後 1時30分
③　場所
　大阪市財政局契約監理部契約課第 2入札室（ 1に同じ）
　ただし、大阪市契約規則（昭和39年大阪市規則第18号。以
下「契約規則」という。）第25条第 2 項に規定する郵便等に
よる入札の場合は平成18年10月31日（火）午後 5時までに必
着のこと

6　入札保証金等
⑴　入札保証金
　免除
⑵　契約保証金
　要
　ただし、契約規則第37条第 1項の規定に該当する場合は免除
する。
⑶　保証人
　不要
⑷　契約手続において使用する言語及び通貨
　日本語及び日本国通貨
⑸　契約書作成の要否
　要
⑹　落札者の決定方法
　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を
行った者を落札候補者とし、その者が提出した技術審査資料を
審査のうえ、上記 3⑴～⑹の資格要件を満たしている場合に落
札者とする。

7　入札者に要求される事項
　入札に参加を希望する者は、入札参加申請書を平成18年10月18
日（水）午後 5時までに提出しなければならない。
8　入札の無効
　契約規則第28条第 1項の規定に該当する入札
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9 　その他
⑴　この調達は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を
受けるものである。
⑵　詳細は入札説明書による。
10　Summary
⑴　Nature and estimated quantity of the products to be 
purchased:
　Polymer coagulant
(Nakahama Sewage Treatment Plant and 5  places) 

99,000kg
⑵　The closing date and time for the submission of application 
forms and attached documents for the qualification 
confirmation:
 5:00PM, 18 October 2006

⑶　The date and time for the submission of tenders:
①　on the Osaka City Electronic Tender System:
　from 9:00AM, 30 October 2006 to 5:00PM, 31 October 
2006
②　in person: from 1:00PM to 1:30PM, 1  November 2006
③　by post: 5:00PM, 31 October 2006
⑷　A contact point where tender documents are available:
　Procurement Department, Contracts Division, Finance 
Bureau, The City of Osaka
 2 - 1 -1300, Benten 1 -chome, Minato-ku, Osaka 552-0007, 
TEL 06-4395-7161

（財政局契約監理部契約課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1056号
　一般競争入札を執行するので、次のとおり公示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
1　担当課
〒559－0034　大阪市住之江区南港北 1丁目14番16号
ＷＴＣコスモタワー 34階
大阪市都市環境局総務部経理課　電話　06－6615－7540

2 　入札に付する事項
⑴　調達件名及び予定数量
　舞洲スラッジセンターで使用するガス 3,100,000㎥

⑵　調達物件の特質等
　入札説明書による。
⑶　契約期間
　平成19年 4 月 1 日から平成20年 3 月31日
⑷　履行場所
　舞洲スラッジセンター
　大阪市此花区北港白津 2丁自 2番 7号

3　入札参加資格
　次に掲げる条件のすべてに該当し、本市のガス調達に係る入札
参加資格審査において、その資格を認められた者は入札に参加す
ることができる。
　なお、本市ガス調達に係る入札参加有資格者名簿に登録されて
いない者は、本市ガス調達に係る入札参加資格申請を財政局契約

監理部審査課（電話06－4395－7141）にて行い、当該審査を受け
ること。ただし、平成18年10月20日（金）までに資格審査申請を
行わない場合は、入札に参加することができない。
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の 4 の規
定に該当しない者であること
⑵　入札参加申出時において、大阪市競争入札指名停止措置要綱
に基づく指名停止を受けていないこと
⑶　本市ガス調達に係る入札参加有資格者名簿に登録されている
こと

4　入札説明書の交付場所等
⑴　入札説明書の交付場所、入札参加申出書の受付場所、契約条
項を示す場所及び当該入札に関する問い合わせ先
 1 に同じ

⑵　入札説明書等の交付方法
　公示の日から平成18年10月20日（金）まで上記 1において無
償により交付する。
⑶　入札参加申出書の受付期間
　公示の日の翌日から平成18年10月20日（金）午後 5時まで

5　入札執行の日時等
⑴　日時
　平成18年12月 1 日（金）午後 2時
⑵　場所
　大阪市都市環境局入札室（ 1に同じ）
　ただし、大阪市契約規則（昭和39年大阪市規則第18号。以下
「契約規則」という。）
　第25条第 2項に規定する郵便等による入札の場合は平成18年
11月30日（木）午後 5時までに必着のこと

6　入札保証金等
⑴　入札保証金
　免除
⑵　契約保証金
　要
　ただし、契約規則第37条第 1項の規定に該当する場合は免除
する。
⑶　契約書作成の要否
　要
⑷　落札者の決定方法
　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とする。

7　入札の無効
　契約規則第28条第 1項の規定に該当する入札
8　その他
⑴　この調達は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を
受けるものである。
⑵　詳細は入札説明書による。
9　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
　About 3,100,000㎥ of medium-pressure gas to be used at 
Maishima Sludge Center of Osaka City
⑵　The closing date and time for the submission of application 
forms and attached documents for the qualification 
confirmation: 5:00PM, 20 October 2006
⑶　The date and time for the submission of tenders:
①　in person: 2:00PM, 1  December 2006
②　by post: 5:00PM, 30 November 2006
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⑷　A contact point where tender documents are available:
　Finance Department, General Affairs Division, Environment 
and Sewerage Bureau, The City of Osaka
 1 -14-16, Nankou-Kita, Suminoe-ku, Osaka 559-0034, 
TEL　06-6615-7540

（都市環境局総務部経理課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1057号
　一般競争入札を執行するので、次のとおり公示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
1　担当課
　　〒538-8510　大阪市鶴見区横堤 5－ 4－19
　　　大阪市鶴見区役所
　　　総務課　電話　06-6915-9625
2 　入札に関する事項
⑴　借入物品及び数量
①　庁内情報利用端末機等（東成区役所） 一式
②　庁内情報利用端末機等（生野区役所） 一式
③　庁内情報利用端末機等（旭区役所） 一式
④　庁内情報利用端末機等（城東区役所） 一式
⑤　庁内情報利用端末機等（鶴見区役所） 一式
（ただし①～⑤は合併入札で行なう）
⑵　借入物品の特質等
　入札説明書による。
⑶　借入期間
　①～⑤平成19年 3 月 1 日から平成23年 2 月28日まで
　契約日から借入の始期までの間は準備期間とする。
⑷　借入場所
　入札説明書による。

3　入札資格審査
　次に掲げる要件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査に
おいて、その資格を認められた者は入札に参加することができる。
　なお、本市入札参加有資格者名簿に登録されていない者は、本
市入札参加資格審査申請（以下「資格審査申請」という。）を財
政局契約監理部審査課に行なえば当該審査を行なう。ただし、平
成18年10月27日（金）までに資格審査申請を行わない場合は、入
札に参加することができない。
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の 4 の規
定に該当しない者であること
⑵　入札参加申請時において、大阪市競争入札指名停止措置要綱
に基づく指名停止を受けていないこと
⑶　平成16・17・18・19年度本市入札参加有資格者名簿に物品種
目「46賃貸業務　A情報機器」で登録していること
⑷　当該物品又はこれと類似する物品について、同程度規模の賃
貸借契約の実績がある賃貸業の者であること
⑸　仕様書記載の条件を満たす納入予定物品諸元等証明書の提出
ができること
⑹　機器の据付 ､接続及び調整のできる体制が整備されているこ
との証明書の提出ができること
⑺　仕様書に定めたインストール作業ができることの証明書の提

出ができること
⑻　当該物品を納入後、修理、点検、保守その他アフターサービ
ス及び部品供給等について、適切かつ迅速な体制が整備されて
いることの証明書の提出ができること

4　入札説明書の交付場所等
⑴　入札説明書等の交付場所、入札参加申請書の受付場所、契約
条項を示す場所及び当該入札に関する問い合わせ先
　担当課（ 1に同じ）及び大阪市鶴見区役所ホームページ上
⑵　入札説明書等の交付方法
　公示の日から平成18年10月27日（金）まで無償により交付す
る。
⑶　入札参加申請書の受付期間
　公示の日の翌日から平成18年10月27日（金）午後 5時まで

5　入札執行の日時等
⑴　入札書受付期間
　平成18年12月 8 日（金）午後 3時から午後 3時30分
⑵　開札予定日時
　平成18年12月 8 日（金）午後 3時30分
⑶　場所
　大阪市鶴見区役所 4階402会議室（ 1に同じ）
　ただし、大阪市契約規則（昭和39年大阪市規則第18号。以下
「契約規則」という。）第25条第 2項に規定する郵便等による入
札の場合は平成18年12月 7 日（木）午後 5時までに必着のこと

6　入札保証金等
⑴　入札保証金
　免除
⑵　契約保証金
　要　
　ただし、契約規則第37条第 1項の規定に該当する場合は免除
する。
⑶　保証人
　不要
⑷　契約手続において使用する言語及び通貨
　日本語及び日本国通貨
⑸　契約書作成の要否
　要
⑹　落札者の決定方法
　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とする。

7　入札者に要求される事項
　入札に参加を希望する者は、本公示に示した入札参加申請書等
を平成18年10月27日（金）午後 5時までに提出又は郵便等により
必着しなければならない。提出された証明書等の審査の結果によ
っては、入札に参加することができない。
　なお、当該書類に関し、本市より説明を求められた場合には、
これに応じなければならない。
8　入札の無効
　契約規則第28条第 1項の規定に該当する入札
9　その他
⑴　この調達は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を
受けるものである。
⑵　この調達は、地方自治法施行令第167条の17に該当する長期
継続契約案件である。
⑶　詳細は入札説明書による。
⑷　当該物品で今後発注が予想される数量及び入札公示の予定時
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期
　平成18年11月頃
ア　庁内情報利用端末機等（北区役所） 一式
イ　庁内情報利用端末機等（都島区役所） 一式
ウ　庁内情報利用端末機等（福島区役所） 一式
エ　庁内情報利用端末機等（淀川区役所） 一式
オ　庁内情報利用端末機等（東淀川区役所） 一式
　　（ただし、ア～オは合併入札により行なう。）
カ　庁内情報利用端末機等（此花区役所） 一式
キ　庁内情報利用端末機等（港区役所） 一式
ク　庁内情報利用端末機等（大正区役所） 一式
ケ　庁内情報利用端末機等（西淀川区役所） 一式
　　（ただし、カ～ケは合併入札により行なう。）
コ　庁内情報利用端末機等（中央区役所） 一式
サ　庁内情報利用端末機等（西区役所） 一式
シ　庁内情報利用端末機等（天王寺区役所） 一式
ス　庁内情報利用端末機等（浪速区役所） 一式
　　（ただし、コ～スは合併入札により行なう。）
セ　庁内情報利用端末機等（阿倍野区役所） 一式
ソ　庁内情報利用端末機等（住之江区役所） 一式
タ　庁内情報利用端末機等（住吉区役所） 一式
チ　庁内情報利用端末機等（東住吉区役所） 一式
ツ　庁内情報利用端末機等（平野区役所） 一式
テ　庁内情報利用端末機等（西成区役所） 一式
　　（ただし、セ～テは合併入札により行なう。）

10　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be leased:
　Personal Comuputer equipment for infomormation system 
use 
　(Higashinari  Ward Office) 1 set
　(Ikuno Ward Office) 1 set
　(Asahi Ward Office) 1 set
　(Joto Ward Office) 1 set
　(Tsurumi Ward Office) 1 set
⑵　The closing date and time for the submission of application 
forms and attached documents for the qualification 
confirmmation : 5 :00 p.m.,27 October 2006
⑶　The date and time for the submission of tenders:
①　in person: from 3:00p.m. to 3:30p.m.， 8  December 2006 
②　by post: 5:00p.m.， 7  December 2006
⑷　A contact point where tender documents are available:
　General Affairs Deperment,Tsurumi Ward Office 4 -19, 
Yokozutsumi 5 -chome Tsurumi-ku Osaka city ,538-8510
TEL　06-6915-9625

（鶴見区役所総務課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1058号
　次のとおり落札者等について公示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
【掲載順序】

◎　契約担当課（所在地）
①調達件名、数量（予定数量）及び調達方法　②契約方式　③落
札決定日（随意契約の場合は契約日）　④落札者（随意契約の場
合は契約相手方）　⑤落札金額（随意契約の場合は契約金額）　⑥
入札公告日又は公示日　⑦随意契約の場合はその理由
◎　契約担当課　財政局契約監理部契約課（大阪市港区弁天 1丁目
2番 1－1300号）
①庁内情報利用パソコン等機器（ゆとりとみどり振興局、都市環
境局、建設局、港湾局）　一式　長期借入　②一般　③18. 8 . 4 　
④センチュリー・リーシング・システム（株）大阪支店　大阪市
中央区本町 3丁目 5番 7号　⑤157,600,800円　⑥18. 6 .23
①下水道用マンホール蓋（Ｔ－25）（Ａ）640組　買入　②一般　
③18. 8 . 9 　④日之出水道機器（株）大阪営業所　大阪市中央区
西心斎橋 1丁目 2番 4号　⑤13,406,400円　⑥18. 4 .28
①下水道用マンホール蓋（T－25）（Ｂ）640組　買入　②一般　
③18. 8 . 9 　④日之出水道機器（株）大阪営業所　大阪市中央区
西心斎橋 1丁目 2番 4号　⑤13,406,400円　⑥18. 4 .28
①下水道用マンホール蓋（T－25）（Ｃ）640組　買入　②一般　
③18. 8 . 9 　④日之出水道機器（株）大阪営業所　大阪市中央区
西心斎橋 1丁目 2番 4号　⑤13,406,400円　⑥18. 4 .28
①救急自動車　12台　買入　②一般　③18. 8 .25　④大阪トヨペ
ット（株）　大阪市此花区北港 1 丁目 4 番64号　⑤173,552,400円
⑥18. 6 .30
①胃がん検診車　 1 台　買入　②一般　③18. 8 .25　④（株）日
立メディコ大阪支店　大阪市北区堂島浜 1 丁目 2 番 6 号　⑤
74,445,000円　⑥18. 6 .30

（財政局契約監理部契約課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1059号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条第 1項の規定により、
大阪都市計画道路事業の認可（平成18年大阪府告示第1937号）に係
る図書の写しの送付があったので、同条第 2項の規定により、その
図書の写しを次の場所において公衆の縦覧に供する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
1　送付のあった図書の写し
大阪都市計画道路事業
（ 1・ 3・10号淀川左岸線）

2　縦覧場所
大阪市住之江区南港北 1丁目14番16号
大阪ワールドトレードセンタービルディング11階
大阪市建設局街路部計画課

（計画調整局計画部都市計画課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1060号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第62条第 1項の規定により、
大阪都市計画道路事業の認可（平成18年大阪府告示第1938号）に係
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る図書の写しの送付があったので、同条第 2項の規定により、その
図書の写しを次の場所において公衆の縦覧に供する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
1　送付のあった図書の写し
大阪都市計画道路事業
（ 1・ 3・10号淀川左岸線）

2　縦覧場所
大阪市北区中之島 1丁目 3番20号
大阪市役所 7階
大阪市計画調整局計画部都市計画課

（計画調整局計画部都市計画課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1061号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条の規定に基づき許可
した開発行為に関する工事が完了し、同法第36条第 2項の規定によ
る検査の結果適合していたので、同条第 3項の規定により、次のと
おり告示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
1　許可番号
　　平成18年 3 月17日大阪市指令計（開）第116号
2 　開発区域又は工区に含まれる地域の名称
　　大阪市港区三先 1丁目17番55
3 　許可を受けた者の住所及び氏名
大阪市淀川区十三東 1丁目17番21号
株式会社　ウインズシステム
代表取締役　木川　直喜

4　新たに設置された公共施設

公共施設
の 種 類

概　要
管理者

用地の
帰　属

摘　　　要
幅員（管径） 延長

道　路
ｍ

5.000
ｍ

43.550 開発者 開発者

下水道

㎜ 
D＝150

ｍ

4.300 大阪市 －
集水ますⅠ型
インバート付
1 ヵ所　新設工

　なお、関係図書は大阪市計画調整局開発企画部開発指導課におい
て閲覧することができる。
 （計画調整局開発企画部開発指導課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1062号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条の規定に基づき許可
した開発行為に関する工事が完了し、同法第36条第 2項の規定によ
る検査の結果適合していたので、同条第 3項の規定により、次のと
おり告示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
1　許可番号
　　平成18年 8 月11日大阪市指令計（開）第14－126号
2 　開発区域又は工区に含まれる地域の名称
　　大阪市港区南市岡 3丁目 6番 1
3 　許可を受けた者の住所及び氏名
大阪市福島区吉野 1丁目21番14号
株式会社阪神住建
代表取締役　岩崎圭祐

4　新たに設置された公共施設

公共施設
の 種 類

概　要
管理者

用地の
帰　属

摘　　　要
幅員（管径） 延長

道　路

ｍ
0.548 ～
1.177

ｍ

274.076 大阪市 大阪市
拡幅　すみ切り 2カ
所含む

下水道

㎜ 
D＝150

ｍ

2.000 大阪市 －
集水ますⅡ型
インバ－ト付
4 ヵ所　新設工

下水道

㎜ 
D＝150

ｍ

6.500 大阪市 －
0号組立マンホ－ル
インバ－ト付
1 ヵ所　新設工

下水道

㎜ 
D＝200

ｍ

16.160 大阪市 －
0号組立マンホ－ル
インバ－ト付
4 ヵ所　新設工

下水道

㎜ 
D＝250

ｍ

6.600 大阪市 －
0号組立マンホ－ル
インバ－ト付
1 ヵ所　新設工

公園広場 － － 開発者 開発者 面積　600.67㎡

5  廃止された公共施設

公共施設
の 種 類

概　要
管理者

用地の
帰　属

摘　　　要
幅員（管径） 延長

下水道
㎜ 

D＝150
ｍ

17.500 大阪市 －
集水ますⅠ型
13カ所　撤去工

　なお、関係図書は大阪市計画調整局開発企画部開発指導課におい
て閲覧することができる。
 （計画調整局開発企画部開発指導課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1063号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条の規定に基づき許可
した開発行為に関する工事が完了し、同法第36条第 2項の規定によ
る検査の結果適合していたので、同条第 3項の規定により、次のと
おり告示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
1　許可番号
　　平成18年 7 月19日大阪市指令計（開）第28号
2 　開発区域又は工区に含まれる地域の名称
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　　大阪市平野区平野東 4 丁目 8 番 8、 8 番16、99番 4 、99番 6 、
99番15
3 　許可を受けた者の住所及び氏名
大阪市阿倍野区播磨町 1丁目24番21号
株式会社　グローハウジング
代表取締役　大庭慎司

4　新たに設置された公共施設

公共施設
の 種 類

概　要
管理者

用地の
帰　属

摘　　　要
幅員（管径） 延長

道　路

ｍ

4.000

ｍ

31.230 開発者 開発者 すみ切り 2カ所含む

下水道

㎜ 
D＝150

ｍ

2.700 大阪市 －
集水ますⅠ型
インバ－ト付
2ヵ所　新設工

5  廃止された公共施設

公共施設
の 種 類

概　要
管理者

用地の
帰　属

摘　　　要
幅員（管径） 延長

下水道 － － 大阪市 －
集水ますⅢ型
1カ所　撤去工

　なお、関係図書は大阪市計画調整局開発企画部開発指導課におい
て閲覧することができる。
 （計画調整局開発企画部開発指導課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1064号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条の規定に基づき許可
した開発行為に関する工事が完了し、同法第36条第 2項の規定によ
る検査の結果適合していたので、同条第 3項の規定により、次のと
おり告示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
1　許可番号
　　平成18年 8 月15日大阪市指令計（開）第34号
2 　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　大阪市住吉区墨江 3丁目80番 2 、81番 3 の一部、82番 3
3 　許可を受けた者の住所及び氏名
大阪市阿倍野区播磨町 1丁目24番21号
グローホールディングス株式会社
代表取締役　鎌田　裕次郎

4　新たに設置された公共施設

公共施設
の 種 類

概　要
管理者

用地の
帰　属

摘　　　要
幅員（管径） 延長

道　路
ｍ

4.000
ｍ

23.090 開発者 開発者 すみ切り 2カ所含む

下水道

㎜ 
D＝150

ｍ

2.800 大阪市 －
集水ますⅠ型
インバート付
1 ヵ所　新設工

　なお、関係図書は大阪市計画調整局開発企画部開発指導課におい
て閲覧することができる。
 （計画調整局開発企画部開発指導課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1065号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、医療
機関を指定したので、同法第55条の 2第 1号の規定により、次のと
おり告示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
①名称　②所在地　③指定年月日
①パーククリニック　②大阪市北区菅原町 2番15号　③平成18年
7 月 1 日
①内科クリニック大西循環器科消化器科　②大阪市此花区四貫島
1丁目 5番11号　③平成18年 9 月 1 日
①マキムラクリニック　②大阪市中央区谷町 6丁目 3番16号　③
平成18年 8 月 1 日
①よしだ眼科クリニック　②大阪市港区弁天 1丁目 3番 3号　③
平成18年 9 月 7 日
①そんメンタルクリニック　②大阪市天王寺区悲田院町10番48号
　③平成18年 8 月 1 日
①かねだクリニック　②大阪市浪速区湊町 2丁目 2番40号　③平
成18年 9 月 1 日
①桜川よしえクリニック　②大阪市浪速区桜川 2丁目 9番13号　
③平成18年 9 月 1 日
①こおりたクリニック　②大阪市淀川区東三国 5丁目15番27号　
③平成18年 8 月 1 日
①新大阪病院　②大阪市生野区田島 1丁目16番 6 号　③平成18年
8 月 1 日
①くぼ眼科クリニック　②大阪市鶴見区鶴見 3丁目13番37号　③
平成18年 8 月 1 日
①北脇クリニック　②大阪市住吉区長居 2丁目 9番25号　③平成
18年 7 月15日
①中野休日急病診療所　②大阪市東住吉区中野 2丁目 1番20号　
③平成18年 6 月 1 日
①矢田生活協同組合医療センター　②大阪市東住吉区矢田 5丁目
7番34号　③平成18年 8 月 1 日
①おの歯科クリニック　②大阪市北区天神橋 3丁目10番17号　③
平成18年 9 月 1 日
①かずあいデンタルクリニック　②大阪市中央区南本町 2丁目 1
番10号　③平成18年 9 月 1 日
①小室歯科難波診療所　②大阪市中央区難波 4丁目 1番15号　③
平成18年 7 月 1 日
①中森歯科医院　②大阪市中央区本町 2丁目 6番10号　③平成18
年 9 月 1 日
①すぎ歯科医院　②大阪市西淀川区大和田 5丁目 1 番12－101号
③平成18年 8 月 1 日
①田原歯科医院　②大阪市旭区赤川 4丁目 1番39号　③平成18年
9 月 1 日
①松島歯科医院　②大阪市旭区森小路 2丁目16番15号　③平成18
年 9 月 1 日
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①池嶋歯科診療所　②大阪市鶴見区今津南 2丁目 5番38号　③平
成18年 7 月 1 日
①矢田生活協同組合医療センター　②大阪市東住吉区矢田 5丁目
7番34号　③平成18年 8 月 1 日
①オレンジ薬局北梅田店　②大阪市北区豊崎 1丁目11番29号　③
平成18年 9 月 1 日
①北天神薬局天五店　②大阪市北区天神橋 5丁目 8番29号　③平
成18年 9 月 1 日
①大阪薬局　②大阪市都島区高倉町 2丁目 4番21号　③平成18年
7 月 1 日
①からほり薬局　②大阪市中央区谷町 7丁目 1番46号　③平成18
年 9 月 1 日
①セガミ薬局弁天町店  ②大阪市港区弁天 1丁目 3番 3 号  ③平
成18年 9 月 1 日
①山路薬局  ②大阪市西淀川区御幣島 1丁目18番20号　③平成18
年 8 月 1 日
①東小橋薬局　②大阪市東成区東小橋 1丁目 8番 3号　③平成18
年 8 月 1 日
①ひまわり薬局千林店　②大阪市旭区千林 2丁目13番 4 号　③平
成18年 9 月 1 日

（健康福祉局生活福祉部保護課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1066号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定による指定医
療機関から、同法第50条の 2の規定により、廃止の届出があったの
で、同法第55条の 2第 2号の規定により、次のとおり告示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
①名称　②所在地　③廃止年月日
①ハセガワパーククリニック　②大阪市北区菅原町 2番15号　③
平成18年 6 月30日
①京橋アイクリニック　②大阪市都島区東野田町 2丁目 3番14号
③平成18年 7 月31日
①第二分野病院　②大阪市都島区東野田町 3丁目13番 9 号　③平
成18年 6 月30日
①こおりたクリニック　②大阪市淀川区東三国 5丁目15番27号　
③平成18年 7 月31日
①新大阪病院　②大阪市生野区田島 1丁目16番 6 号　③平成18年
7 月31日
①北脇クリニック　②大阪市住吉区長居 2丁目 9番25号　③平成
18年 7 月14日
①中野休日急病診療所　②大阪市東住吉区中野 3丁目 2番12号　
③平成18年 5 月31日
①矢田生活協同組合医療センター　②大阪市東住吉区矢田 5丁目
8番 2号　③平成18年 7 月31日
①石野医院　②大阪市西成区鶴見橋 1丁目 8番16号　③平成18年
8 月11日
①小室歯科難波診療所　②大阪市中央区難波 4丁目 1番15号　③
平成18年 6 月30日
①やすらぎクリニック　②大阪市浪速区日本橋 4丁目15番 9 号　
③平成18年 9 月 1 日

①あしだ歯科医院　②大阪市西淀川区大和田 5丁目 1番12号　③
平成18年 7 月31日
①池嶋歯科医院　②大阪市鶴見区今津南 2丁目 5番38号　③平成
18年 6 月30日
①矢田生活協同組合医療センター　②大阪市東住吉区矢田 5丁目
8番 2号　③平成18年 7 月31日
①東小橋薬局　②大阪市東成区東小橋 1丁目 8番 9号　③平成18
年 7 月31日
①みゆき薬局　②大阪市住之江区浜口東 3丁目12番23号　③平成
18年 7 月31日

（健康福祉局生活福祉部保護課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1067号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定による指定医療
機関から、同法第51条第 1項の規定により、指定辞退の届出があっ
たので、同法第55条の 2第 3号の規定により、次のとおり告示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
①名称　②所在地　③辞退年月日
①西中歯科医院　②大阪市東淀川区淡路 4丁目 6番22号　③平成
18年10月 1 日

（健康福祉局生活福祉部保護課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1068号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の 2 第 1 項の規定に
より、介護機関を指定したので、同法第55条の 2第 1号の規定によ
り、次のとおり告示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
①名称　②所在地　③介護機関種別（指定年月日）
①コープともとも　②大阪市都島区大東町 1丁目 2番 6号　③介
護予防訪問介護（平成18年 4 月 1 日）
①フレッシュケアースマイル　②大阪市都島区都島中通 3丁目 5
番14号　③介護予防訪問介護（平成18年 4 月 1 日）
①介護老人保健施設のだふじ　②大阪市福島区吉野 4丁目29番18
号　③訪問リハビリテーション（平成18年 9 月 1 日）　介護予防
訪問リハビリテーション（平成18年 9 月 1 日）
①阪神長楽苑デイサービスセンター　②大阪市福島区福島 4丁目
6 番24号　③通所介護（平成18年 9 月 1 日）　介護予防通所介護
（平成18年 9 月 1 日）
①阪神長楽苑ヘルパーセンター　②大阪市福島区福島 4丁目 6番
24号　③訪問介護（平成18年 9 月 1 日）　介護予防訪問介護（平
成18年 9 月 1 日）
①ファミリーケアやまき　②大阪市福島区吉野 1丁目22番32号　
③介護予防訪問介護（平成18年 7 月 1 日）
①吉野診療所デイサービスセンターたんぽぽ　②大阪市福島区吉
野 4丁目 5番 2号　③認知症対応型通所介護（平成18年 4 月 1 日）
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介護予防認知症対応型通所介護（平成18年 4 月 1 日）
①とりしま福祉用具レンタルサービス　②大阪市此花区酉島 5丁
目 2番22号　③特定介護予防福祉用具販売（平成18年 8 月 1 日）
①とりしま訪問介護ステーション　②大阪市此花区酉島 5丁目 2
番22号　③介護予防訪問介護（平成18年 7 月 1 日）
①こころ　②大阪市中央区上汐 1丁目 4番 6号　③居宅介護支援
（平成18年 9 月 1 日）
①こころ上汐　②大阪市中央区上汐 1丁目 4番 6号　③通所介護
（平成18年 9 月 1 日）
①ソワンス企業組合　②大阪市中央区高津 3丁目12番13号　③福
祉用具貸与（平成18年 8 月 1 日）　特定福祉用具販売（平成18年
8 月 1 日）　特定介護予防福祉用具販売（平成18年 8 月 1 日）　介
護予防福祉用具貸与（平成18年 8 月 1 日）
①デイサービスセンターたのしい家ときわ　②大阪市中央区常盤
町 2丁目 3番16号　③介護予防通所介護（平成18年 8 月 1 日）
①株式会社リクサスヘルスケア事業部レンタル事業課　②大阪市
中央区島之内 1丁目 4番 3号　③特定介護予防福祉用具販売（平
成18年 4 月 1 日）
①イキミ薬局　②大阪市港区三先 2丁目13番25号　③居宅療養管
理指導（平成18年 7 月 1 日）
①愛ケアセンター　②大阪市大正区三軒家西 1丁目14番22号　③
訪問介護（平成18年 8 月 1 日）介護予防訪問介護（平成18年 8 月
1 日）
①石村訪問介護センター　②大阪市大正区小林西 1丁目10番 8 号
③訪問介護（平成18年 9 月 2 日）介護予防訪問介護（平成18年 9
月 2 日）
①居宅介護支援センター石村　②大阪市大正区小林西 1丁目10番
8 号　③居宅介護支援（平成18年 9 月 2 日）
①介護サービスさかした　②大阪市大正区千島 3丁目 8番13号　
③訪問介護（平成18年 9 月 1 日）介護予防訪問介護（平成18年 9
月 1 日）
①藤ケアプランセンター　②大阪市大正区三軒家西 1丁目14番22
号　③居宅介護支援（平成18年 8 月 1 日）
①訪問介護ステーションあんり　②大阪市浪速区日本橋東 1丁目
1 番 3 －201号　③訪問介護（平成18年 9 月 1 日）介護予防訪問
介護（平成18年 9 月 1 日）
①ケアプランセンターあんり　②大阪市浪速区日本橋東 1丁目 1
番 3－201号　③居宅介護支援（平成18年 9 月 1 日）
①かねだクリニック　②大阪市浪速区湊町 2丁目 2番40号　③訪
問看護（平成18年 9 月 1 日）　訪問リハビリテーション（平成18
年 9 月 1 日）居宅療養管理指導（平成18年 9 月 1 日）介護予防居
宅療養管理指導（平成18年 9 月 1 日）介護予防訪問看護（平成18
年 9 月 1 日）介護予防訪問リハビリテーション（平成18年 9 月 1
日）
①大国デイサービスセンター　②大阪市浪速区大国 3丁目 3番 2
号　③認知症対応型通所介護（平成18年 4 月 1 日）介護予防認知
症対応型通所介護（平成18年 4 月 1 日）
①なんば南　藤吉医院　②大阪市浪速区敷津西 2丁目 1番 8号　
③居宅療養管理指導（平成18年 9 月 1 日）介護予防居宅療養管理
指導（平成18年 9 月 1 日）
①株式会社青山本社　②大阪市淀川区東三国 3丁目10番11－208
号　③福祉用具貸与（平成18年 7 月 1 日）特定福祉用具販売（平
成18年 6 月 1 日）
①あさひ淀川ケアセンター　②大阪市淀川区東三国 4丁目23番21
－301号　③訪問介護（平成18年 9 月 1 日）介護予防訪問介護（平

成18年 9 月 1 日）
①訪問介護大西安心堂　②大阪市淀川区三津屋北 1丁目 5番20号
③訪問介護（平成18年 9 月 1 日）介護予防訪問介護（平成18年 9
月 1 日）
①新大阪ケアコミュニティそよ風居宅介護支援事業所　②大阪市
淀川区西宮原 3丁目 2番22号　③居宅介護支援（平成18年 6 月 1
日）
①そよかぜ介護サービス　②大阪市淀川区野中北 1丁目11番 1 －
101号　③居宅介護支援（平成18年 9 月 1 日）
①ケアプランセンター高岡　②大阪市淀川区西宮原 3 丁目 3 番
106号　③居宅介護支援（平成18年 9 月 1 日）
①デイサービスセンターたのしい家きかわ　②大阪市淀川区木川
東 1丁目10番32号　③介護予防通所介護（平成18年 8 月 1 日）
①有限会社ツツミ　②大阪市淀川区塚本 2丁目 2 番23－603号　
③訪問介護（平成18年 8 月 1 日）　介護予防訪問介護（平成18年
8 月 1 日）
①チェス介護サービス　②大阪市東成区東小橋 2丁目11番28号　
③訪問介護（平成18年 9 月 1 日）　介護予防訪問介護（平成18年
9 月 1 日）
①ひばり　②大阪市東成区東中本 2丁目 9 番26－202号　③訪問
介護（平成18年 9 月 1 日）　介護予防訪問介護 ( 平成18年 9 月 1
日）
①ケアプランセンターまんま　②大阪市東成区玉津 2丁目18番30
号　③居宅介護支援（平成18年10月 1 日）
①みんなの家　まんま中本　②大阪市東成区中本 4丁目12番 6 号
③通所介護（平成18年10月 1 日）
①瑞光苑小路ケアプランセンター　②大阪市生野区小路 3丁目17
番10号　③居宅介護支援（平成18年 8 月 1 日）
①有限会社ファストケア東住吉営業所　②大阪市生野区新今里 1
丁目20番 2 号　③特定福祉用具販売（平成18年 8 月 1 日）　特定
介護予防福祉用具販売（平成18年 8 月 1 日）
①セントケアいくえ　②大阪市旭区生江 2丁目11番15号　③介護
予防通所介護（平成18年 9 月 1 日）
①ひまわり薬局千林店　②大阪市旭区千林 2丁目13番 4 号　③居
宅療養管理指導（平成18年 9 月 1 日）　介護予防居宅療養管理指
導（平成18年 9 月 1 日）
①株式会社愛さんさん　②大阪市城東区今福西 4丁目 6番28号　
③居宅介護支援（平成18年 9 月 1 日）
①医療法人池岡診療所デイサービス　②大阪市城東区関目 1丁目
20番22号　③認知症対応型通所介護（平成18年 4 月 1 日）　介護
予防認知症対応型通所介護（平成18年 4 月 1 日）
①ケアサービスくるん　②大阪市城東区古市 1丁目20番 4 号　③
訪問介護（平成18年10月 1 日）
①ヘルパーセンターにぎわい　②大阪市城東区中浜 3丁目17番17
号　③訪問介護（平成18年 8 月 1 日）
①ヘルパーステーションおおぞら　②大阪市城東区中央 1丁目 4
番 4号　③介護予防訪問介護（平成18年 4 月 1 日）
①なごみの里ケアプランセンター　②大阪市住之江区浜口西 2丁
目 7番18号　③居宅介護支援（平成18年 9 月 1 日）
①なごみの里訪問介護サービス　②大阪市住之江区浜口西 2丁目
7 番18号　③訪問介護（平成18年 9 月 1 日）　介護予防訪問介護
（平成18年 9 月 1 日）
①山口歯科医院　②大阪市住吉区長居 2丁目 9番 4号　③居宅療
養管理指導（平成18年 6 月 1 日）　介護予防居宅療養管理指導（平
成18年 6 月 1 日）
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①ＮＧＴケアプラン　②大阪市東住吉区中野 2丁目 3番 6号　③
居宅介護支援（平成18年 6 月 1 日）
①ケアプランセンターはなみずき　②大阪市東住吉区矢田 5丁目
7番34号　③居宅介護支援（平成18年 8 月 1 日）
①赤いリンゴケアプランセンター　②大阪市平野区平野本町 2丁
目 5番21号　③居宅介護支援（平成18年 8 月 1 日）
①赤いリンゴ訪問介護サービスセンター　②大阪市平野区平野本
町 2 丁目 5 番21号　③訪問介護（平成18年 8 月 1 日）　介護予防
訪問介護（平成18年 8 月 1 日）
①赤いリンゴ訪問看護ステーション　②大阪市平野区平野本町 2
丁目 5 番21号　③訪問看護（平成18年 8 月 1 日）　介護予防訪問
看護（平成18年 8 月 1 日）
①アリーナ介護支援センター　②大阪市平野区瓜破 3丁目 1番14
号　③訪問介護（平成18年 9 月 1 日）　介護予防訪問介護（平成
18年 9 月 1 日）
①介護センターピンポンパン平野　②大阪市平野区長吉川辺 3丁
目20番 5 号　③居宅介護支援（平成18年 9 月 1 日）
①コーワ介護センター　②大阪市平野区長吉六反 3丁目 4番 2号
③介護予防訪問介護（平成18年 7 月 1 日）
①白ゆり介護センター　②大阪市平野区喜連東 5丁目14番41号　
③介護予防訪問介護（平成18年 7 月 1 日）
①福祉用具専門店クリック　②大阪市平野区背戸口 4丁目 2番 6
号　③福祉用具貸与（平成18年 7 月 1 日）　特定福祉用具販売（平
成18年 7 月 1 日）
①介護センター虹天下茶屋　②大阪市西成区橘 2丁目 7番16号　
③訪問介護（平成18年 9 月 1 日）　介護予防訪問介護（平成18年
9 月 1 日）
①コスモスケアセンター西成　②大阪市西成区聖天下 1丁目 6番
14号　③訪問介護（平成18年 9 月 1 日）　居宅介護支援（平成18
年 9 月 1 日）　介護予防訪問介護（平成18年 9 月 1 日）
①コスモスみかんの花ケアプランセンター　②大阪市西成区松 1
丁目 9番 1号　③居宅介護支援（平成18年 9 月 1 日）
①ハニー薬局　②大阪市西成区橘 1丁目11番23－101号　③居宅
療養管理指導（平成18年 6 月 1 日）
①マスカハウジング株式会社福祉用具事業部　②大阪市西成区旭
2丁目 1番 3号　③特定福祉用具販売（平成18年 8 月 1 日）特定
介護予防福祉用具販売（平成18年 8 月 1 日）
①りんどうケアプランセンター　②大阪市西成区梅南 1丁目 2番
14号　③居宅介護支援（平成18年 9 月 1 日）

（健康福祉局生活福祉部保護課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1069号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の 2 第 1 項の規定に
よる指定介護機関から、同条第 4項において準用する同法第50条の
2の規定により、変更の届出があったので、同法第55条の 2第 2号
の規定により、次のとおり告示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
①名称　②所在地　③介護機関種別（変更年月日）
①（旧）：阪神長楽苑介護保険指定サービスセンター（新）：長楽
苑ケアプランセンター　②大阪市福島区福島 4丁目 6番24号　③

居宅介護支援（平成18年 9 月 1 日）
①ファストケアサービス　②（旧）：大阪市生野区新今里 3丁目
15番17号（新）：大阪市生野区新今里 1丁目20番 2 号　③訪問介
護（平成18年 8 月 1 日）居宅介護支援（平成18年 8 月 1 日）介護
予防訪問介護（平成18年 8 月 1 日）
①（旧）：なでしこ訪問看護ステーション指定居宅介護支援事業
所（新）：コープケアプランセンター城東　②大阪市城東区蒲生
4丁目20番24号　③居宅介護支援（平成18年 8 月 1 日）
①（旧）：株式会社コムスン城東永田ケアセンター　（新）：株式
会社コムスン城東すわケアセンター　②（旧）：大阪市城東区永
田 3丁目 2番25－112号（新）：大阪市城東区諏訪 2丁目 9番25号
　③訪問介護（平成18年 5 月 1 日）介護予防訪問介護（平成18年
5 月 1 日）
①（旧）：有限会社マルタカ（新）：株式会社マルタカ
②大阪市阿倍野区昭和町 1丁目17番27号　③福祉用具貸与（平成
18年 7 月 7 日）特定福祉用具販売（平成18年 7 月 7 日）特定介護
予防福祉用具販売（平成18年 7 月 7 日）介護予防福祉用具貸与（平
成18年 7 月 7 日）
①（旧）：コスモスみかんの里潮路　（新）：コスモスみかんの花
②（旧）：大阪市西成区潮路 1丁目 2番13号（新）：大阪市西成区
松 1丁目 9番 1号　③福祉用具貸与（平成18年 9 月 1 日）特定介
護予防福祉用具販売（平成18年 9 月 1 日）訪問介護（平成18年 9
月 1 日）特定福祉用具販売（平成18年 9 月 1 日）介護予防訪問介
護（平成18年 9 月 1 日）介護予防福祉用具貸与（平成18年 9 月 1 日）

（健康福祉局生活福祉部保護課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1070号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の 2 第 1 項の規定に
よる指定介護機関から、同条第 4項において準用する同法第50条の
2の規定により、廃止の届出があったので、同法第55条の 2第 2号
の規定により、次のとおり告示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
①名称　②所在地　③介護機関種別（廃止年月日）
①阪神長楽苑介護保険指定サービスセンター　②大阪市福島区福
島 4丁目 6番24号　③訪問介護（平成18年 8 月31日）通所介護（平
成18年 8 月31日）介護予防訪問介護（平成18年 8 月31日）介護予
防通所介護（平成18年 8 月31日）
①ソワンス企業組合　②大阪市中央区日本橋 1丁目 7番 6号　③
福祉用具貸与（平成18年 7 月31日）特定福祉用具販売（平成18年
7 月31日）特定介護予防福祉用具販売（平成18年 7 月31日）介護
予防福祉用具貸与（平成18年 7 月31日）
①イキミ薬局　②大阪市港区三先 2丁目13番25号　③居宅療養管
理指導（平成16年12月31日）
①やすらぎクリニック　②大阪市浪速区日本橋 4丁目15番 9 号　
③居宅療養管理指導（平成18年 9 月 1 日）介護予防居宅療養管理
指導（平成18年 9 月 1 日）
①有限会社大西安心堂　②大阪市淀川区三津屋北 1丁目29番11号
③訪問介護（平成18年 8 月31日）介護予防訪問介護（平成18年 8
月31日）
①しんもりヘルパーステーション　②大阪市旭区新森 2丁目 2番
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1 号　③訪問介護（平成18年 8 月31日）介護予防訪問介護（平成
18年 8 月31日）
①城東診療所指定居宅介護支援事業所　②大阪市城東区今福西 1
丁目 1番30号　③居宅介護支援（平成18年 8 月31日）
①野江診療所指定居宅介護支援事業所　②大阪市城東区成育 4丁
目 6番29号　③居宅介護支援（平成18年 8 月31日）
①すずらん訪問看護ステーション指定居宅介護支援事業所　②大
阪市鶴見区横堤 3丁目 6番 7号　③居宅介護支援（平成18年 8 月
31日）
①みゆき薬局　②大阪市住之江区浜口東 3丁目12番23号　③居宅
療養管理指導（平成18年 7 月31日）介護予防居宅療養管理指導（平
成18年 7 月31日）
①山口歯科医院　②大阪市住吉区長居 2丁目 9番 4号　③居宅療
養管理指導（平成18年 5 月31日）介護予防居宅療養管理指導（平
成18年 5 月31日）
①コスモスケアセンター西成　②大阪市西成区聖天下 1丁目 6番
14号　③訪問介護（平成18年 8 月31日）居宅介護支援（平成18年
8 月31日）介護予防訪問介護（平成18年 8 月31日）
①コスモスみかんの里　②大阪市西成区岸里 3丁目 2 番 9 －203
号　③居宅介護支援（平成18年 8 月31日）
①山本第三病院　②大阪市西成区南津守 4丁目 5番20号　③短期
入所療養介護（平成18年 9 月30日）介護療養型医療施設（平成18
年 9 月30日）

（健康福祉局生活福祉部保護課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1071号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同
法第49条の規定により、施術者を指定したので、同法第55条の 2第
1号の規定により、次のとおり告示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
①施術者名　②施術所名　③所在地　④指定年月日
①坂本　武志　②坂本整骨院　③大阪市北区天満 1丁目21番17号
④平成18年 8 月 1 日
①岩橋　小百合　②岩橋整骨院　③大阪市此花区高見 2丁目 8番
29号　④平成18年 9 月 1 日
①石川　三沙　②大阪Ｗ・Ｓマッサージ治療院　③大阪市中央区
淡路町 4丁目 3番 4号　④平成18年 6 月 1 日
①茨木　稔生　②大阪Ｗ・Ｓマッサージ治療院　③大阪市中央区
淡路町 4丁目 3番 4号　④平成18年 6 月 1 日
①田中　盛実　②大阪Ｗ・Ｓマッサージ治療院　③大阪市中央区
淡路町 4丁目 3番 4号　④平成18年 9 月 1 日
①松島　俊之　②大阪Ｗ・Ｓマッサージ治療院　③大阪市中央区
淡路町 4丁目 3番 4号　④平成18年 6 月 1 日
①渡辺　匡人　②大阪Ｗ・Ｓマッサージ治療院　③大阪市中央区
淡路町 4丁目 3番 4号　④平成18年 6 月 1 日
①坂本　竜児　②大木整骨院　③大阪市西区九条 3丁目21番 1 号
④平成18年 8 月 1 日
①常國　亮平　②タケモト本田 3丁目整骨院　③大阪市西区本田
3丁目 3番12号　④平成18年 8 月10日
①中谷　康弘　②ハート鍼灸整骨院　③大阪市浪速区元町 3丁目

8番 7－101号　④平成18年 9 月 1 日
①平尾　慎吾　②もとまち整骨はり灸院　③大阪市浪速区元町 1
丁目 7番24号　④平成18年 9 月 1 日
①谷口　素志　②谷口整骨院　③大阪市西淀川区福町 2丁目 3番
25号　④平成18年 8 月18日
①神谷　務　②神谷鍼灸整骨院　③大阪市淀川区東三国 5丁目11
番11－102号　④平成18年 8 月 1 日
①西尾　明憲　②光正整骨院　③大阪市淀川区十三元今里 1丁目
15番23号　④平成18年 4 月 1 日
①中田　康子　②まごころベルサービス　③大阪市東淀川区井高
野 4丁目 6番10－401号　④平成18年 8 月10日
①奥山　浩樹　②あんず整骨院　③大阪市城東区今福東 2丁目 6
番21号　④平成18年 9 月 1 日
①野尻　剛　②のじり整骨院　③大阪市城東区鴫野東 1丁目 9番
12号　④平成18年 6 月20日
①谷　大輔　②野尻整骨院　③大阪市鶴見区今津南 1丁目 8番 7
－104号　④平成18年 6 月 1 日
①山本　𠮷庸　②山本整骨院　③大阪市鶴見区鶴見 4丁目11番10
号　④平成18年 8 月 1 日
①井下　智章　②きた整骨院　③大阪市住之江区西住之江 2丁目
8番10号　④平成18年 6 月 1 日
①上田　義春　②万年青整骨院　③大阪市住之江区新北島 1丁目
8番30号　④平成18年 7 月 1 日
①河村　勇貴　②さくら整骨院　③大阪市住之江区北島 2丁目 8
番 9－106号　④平成18年 9 月 1 日
①本田　大介　②粉浜西接骨院　③大阪市住之江区粉浜西 2丁目
18番 5 号　④平成18年 7 月 1 日
①山本　紳哉　②姫松接骨院　③大阪市住之江区御崎 1丁目 6番
8号　④平成18年 7 月 1 日
①福本　真由美　②福本整骨院　③大阪市住吉区我孫子東 2丁目
5番 9号　④平成18年 7 月28日
①水嶋　将貴　②苅田しげみ整骨院　③大阪市住吉区苅田 2丁目
16番11号　④平成18年 7 月27日
①水溜　亮一　②はな整骨院　③大阪市住吉区我孫子 1丁目 4番
22号　④平成18年 8 月16日
①飯田　敏郎　②飯田整骨院　③大阪市東住吉区駒川 1丁目 9番
3号　④平成18年 9 月 1 日
①笠井　成訓　②西今川鍼灸整骨院福島　③大阪市東住吉区西今
川 4丁目16番10号　④平成18年 6 月 1 日
①小柳　有司　②小柳整骨院　③大阪市東住吉区西今川 3丁目 4
番11号　④平成18年 8 月 1 日
①古賀　健司　②みどり整骨院喜連西分院　③大阪市平野区喜連
西 4丁目 6番64号　④平成18年 8 月 1 日
①水竹　晋一郎　②なごみ整骨院　③大阪市平野区平野西 5丁目
8番27号　④平成18年 8 月 1 日
①石井　亮治　②やわらぎ整骨院　③大阪市西成区南津守 4丁目
1番69号　④平成18年 9 月 1 日
①岡部　洋平　②岡部整骨院　③大阪市西成区山王 2丁目 9番14
号　④平成18年 9 月 1 日

（健康福祉局生活福祉部保護課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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大阪市告示第1072号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同
法第49条の規定による指定施術者から、同法第55条において準用す
る同法第50条の 2の規定により、変更の届出があったので、同法第
55条の 2第 2号の規定により、次のとおり告示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
①施術者名　②施術所名　③所在地　④変更年月日
①山下　均　②（旧）：山下鍼灸院（新）：山下鍼灸整骨院　③大
阪市都島区都島南通 2丁目 6番18号　④平成18年 9 月 5 日　

（健康福祉局生活福祉部保護課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1073号
　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同
法第49条の規定による指定施術者から、同法第55条において準用す
る同法第50条の 2の規定により、廃止の届出があったので、同法第
55条の 2第 2号の規定により、次のとおり告示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
①施術者名　②施術所名　③所在地　④廃止年月日
①大木　信彦　②大木整骨院　③大阪市西区九条 3丁目21番 1 号
④平成18年 7 月31日
①西尾　明憲　②光正整骨院　③大阪市淀川区十三元今里 2丁目
20番 2 号　④平成18年 3 月31日
①野尻　剛　②野尻整骨院　③大阪市鶴見区今津南 1丁目 8番 7
号　④平成18年 5 月31日
①上田　義春　②きた整骨院　③大阪市住之江区西住之江 2丁目
8番10号　④平成18年 5 月31日
①辻野　諭一　②粉浜西接骨院　③大阪市住之江区粉浜西 2丁目
18番 5 号　④平成18年 7 月 1 日
①本田　大介　②姫松接骨院　③大阪市住之江区御崎 1丁目 6番
8号　④平成18年 6 月30日
①石井　亮治　②石井整骨院　③大阪市東住吉区駒川 4丁目12番
20号　④平成18年 8 月10日
①阪藤　賢一　②西今川鍼灸整骨院福島　③大阪市東住吉区西今
川 4丁目16番10号　④平成18年 6 月 1 日
①熊谷　太一　②みどり整骨院　喜連西分院　③大阪市平野区喜
連西 4丁目 6番64号　④平成18年 7 月31日

（健康福祉局生活福祉部保護課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1074号
　障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第59条第 1 項の規定
による医療機関として、次のとおり指定した。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
障害者自立支援法第59条第 1項の規定による
指定自立支援医療機関として指定されたもの

番号 名　称（薬局） 所　在　地
種

類

開設者の

氏　　名

指定
年月
日

申請
年月
日

1

イムノファーマ

シー　うめだ北

薬局

北区梅田 1－12－17　

梅田第一生命ビル地下

2階

調

剤
杉村　利史

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
29日

2

イムノファーマ

シー　駅前第 2

ビル　うめだ薬

局

北区梅田 1－ 2 － 2 －

200　大阪駅前第 2 ビ

ル 2階

調

剤
杉村　利史

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
29日

3

イムノファーマ

シー　ガーデン

薬局

北区梅田 3－ 3 －45　

マルイト西梅田ビル 2

階

調

剤
杉村　利史

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
29日

4
大阪神山

さくら薬局

北区神山町14－22　

クラフト扇町ビル 1Ｆ

調

剤
大塚　敏

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
21日

5 大阪みなみ薬局

北区浮田 1－ 3 －11　

梅田プレミアムコート

1Ｆ

調

剤
秋山　昌之

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
16日

6 オレンジ薬局
北区芝田 2－ 8 －10　

光栄ビル 1Ｆ

調

剤
柳生　美江

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
23日

7 回生堂薬局 北区芝田 1－ 3－15
調

剤
有田　浩和

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
10日

8
柿の木薬局　

天満店
北区天神橋 4－ 8－28

調

剤
山住　良子

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
22日

9 北天神薬局
北区浪花町14－33　

ＯＭビル 1Ｆ

調

剤
堅田　ちえ子

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
28日

10 キュ－ピー薬局 北区中津 1－11－ 8
調

剤
串田　ゆか

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
11日

11
共栄薬局　

茶屋町店

北区茶屋町19－19　

アプローズタワーＢ 1

調

剤
宮辻　孝治

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
30日

12
共栄薬局　

中津店
北区芝田 2－ 9－12

調

剤
宮辻　孝治

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
30日

13
共栄薬局　

阪急三番街店
北区芝田町 1－ 1－ 3

調

剤
宮辻　孝治

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
30日

14 コヤマ薬局 北区天神橋 4－ 7－19
調

剤
小山　哲吾

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
11日

15
祥漢堂　

梅田北薬局
北区中崎 1－ 1－ 1

調

剤
國光　浩三

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
28日

16
デイリーステー

ション薬局
北区梅田 3－ 2－62

調

剤
佐々木　隆之

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
18日

17
天満カイセイ薬

局
北区山崎町 5－17

調

剤
飯田　彰

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
18日

18
天六ファーマラ

イズ薬局

北区浮田 1－ 3 －16　

ロータリー天神橋101

調

剤
大野　利美知

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
16日
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19
日本調剤　

扇町薬局
北区神山町14－22

調

剤
三津原　博

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
24日

20 阪神百貨店薬局
北区梅田 1－13－13　

阪神百貨店地下 1階

調

剤
辻　寛

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
25日

21
フタツカ薬局　

梅田北

北区芝田 2－ 7 －18　

全日空ビル新館 1Ｆ

調

剤
二塚　安子

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
23日

22 ユアーズ薬局 北区天神橋 5－ 5－32
調

剤
堺　敏彦

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
29日

23 ライフ扇町薬局 北区山崎町 5－13
調

剤
横尾　幸久

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
14日

24
ライフ神山町薬

局
北区神山町 1－ 7

調

剤
横尾　幸久

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
14日

25 アダチ薬局
都島区都島中通 3－ 5

－ 6

調

剤
足立　恒夫

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
17日

26

イムノファーマ

シー　なかの薬

局

都島区中野町 1－ 4 －

7　カーサー桜宮 1階

調

剤
杉村　利史

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
29日

27

イムノファーマ

シー　みやこじ

ま北薬局

都島区都島北通 1－22

－ 5

調

剤
杉村　利史

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
29日

28 エムケー薬局
都島区都島本通 2－14

－ 4 　コマイビル 1階

調

剤
松尾　浩

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
14日

29 エリア薬局
都島区都島中通 3－13

－22

調

剤
松田　充代

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
21日

30
共栄薬局　

都島店

都島区都島本通 2－14

－ 2

調

剤
宮辻　孝治

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
30日

31

キリン堂薬局　

都島医療センタ

ー前店

都島区都島本通 2－15

－ 7

調

剤
寺西　豊彦

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
16日

32 クローバー薬局
都島区内代町 2－14－

18－101

調

剤
高橋　郁夫

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
29日

33 クローバー薬局

都島区都島本通 1－ 5

－ 4　圓相第一マンシ

ョン 1階

調

剤
高橋　郁夫

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
29日

34 クローバー薬局
都島区都島本通 3－ 9

－ 3

調

剤
高橋　郁夫

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
29日

35 クローバー薬局
都島区大東町 1－ 9 －

5

調

剤
高橋　郁夫

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
29日

36 桜ノ宮薬局
都島区中野町 4－ 3 －

15

調

剤
鈴木　義孝

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
28日

37 佐藤薬局
都島区中野町 3－ 3 －

23

調

剤
佐藤　操子

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
22日

38 市民薬局
都島区東野田町 5－ 9

－ 2

調

剤
蒲原　久江

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
11日

39
スギ薬局　

ベルファ店

都島区友渕町 2－13－

34　都島ベルファ 2

階

調

剤
杉浦　広一

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
30日

40 スズキ薬局
都島区友渕町 1－ 5 －

4

調

剤
鈴木　義孝

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
28日

41 スノウチ薬局
都島区東野田町 5－14

－ 1

調

剤
須之内　恒久

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
28日

42
すみれ薬局　

都島店

都島区高倉町 2－ 9 －

8　高倉マンション 1

Ｆ

調

剤
辻　勝

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
11日

43 そよかぜ薬局

都島区毛馬町 2－11　

リバーサイドしろきた

34－106

調

剤
西　ちさ子

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
28日

44 のぞみ薬局
都島区中野町 5－10－

127

調

剤
道下　玄三

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
16日

45 ひかり薬局
都島区東野田町 2－ 3

－27

調

剤
鈴木　義孝

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
28日

46
ヘルシー21　

スミヨシ薬局

都島区中野町 5－13－

4

調

剤
住𠮷　正敏

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
21日

47
都島センター薬

局

都島区都島本通 1－ 5

－22

調

剤
堅田　陽介

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
14日

48 都島パール薬局
都島区都島南通 2－ 4

－11

調

剤
布谷　公子

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
16日

49 𠮷川薬局
都島区都島中通 2－ 7

－23

調

剤
𠮷川　眞知子

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
22日

50 あさひ薬局 福島区吉野 2－10－ 6
調

剤
鈴木　晃

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
31日

51 イトウ薬局 福島区大開 1－ 8－15
調

剤
伊東　敏行

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
18日

52
大阪鷺洲さくら

薬局

福島区鷺洲 4 － 3 －

23　福島スカイハイツ

106号

調

剤
大塚　敏

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
21日

53 聖天薬局 福島区鷺洲 2－ 9－12
調

剤
北村　皓一

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
10日

54 スミレ薬局
福島区福島 4－ 2 －72

かど加賀ビル 1階

調

剤
道下　玄三

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
18日

55
たんぽぽ薬局　

福島店
福島区福島 4－ 2－76

調

剤
星谷　卓男

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
24日

56
テイコク　

ファミリー薬局

福島区福島 7－ 6 － 4

宮川ビル 1Ｆ

調

剤
畠山　兼一郎

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
30日
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57

ファルコはやぶ

さ薬局　

福島店

福島区福島 2－ 2－ 1
調

剤
森　正彦

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
18日

58
フラワー薬局　

福島店

福島区福島 2－ 4 － 6

ハイネス岡崎103号

調

剤
小黒　博

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
17日

59 吉矢薬局 福島区福島 7－ 8－ 1
調

剤
飯田　彰

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
18日

60
ワタキュー薬局

福島店
福島区福島 4－ 2－75

調

剤
大西　且祐

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
21日

61 あかり薬局
此花区春日出中 1－27

－13

調

剤
林　結花

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
11日

62 あけぼの薬局
此花区春日出中 1－27

－13　中川ビル 1Ｆ

調

剤
林　結花

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
11日

63
大阪西九条さく

ら薬局

此花区西九条 3－ 8 －

23

調

剤
大塚　敏

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
21日

64 さざなみ薬局
此花区春日出中 1－25

－11

調

剤
谷本　節子

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
17日

65 すずらん薬局 此花区伝法 1－ 3－18
調

剤
大倉　宏司

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
9 日

66 スマイル薬局
此花区春日出北 1－ 2

－ 2

調

剤
福井　潤一郎

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
29日

67
西薬局　

西九条店

此花区西九条 5－ 4 －

15

調

剤
西橋　健至

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
25日

68
はやぶさ薬局　

阪神千鳥橋店

此花区四貫島 1－ 1 －

43

調

剤
中井　孝一

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
9 日

69 フラワー薬局
此花区春日出中 1－26

－13

調

剤
音地　幸雄

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
30日

70 フラワー薬局
此花区酉島 2－ 1 －11

　 1 階

調

剤
音地　幸雄

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
29日

71 黒門薬局
中央区日本橋 2－11－

8

調

剤
田中　明

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
30日

72 さくら薬局 中央区谷町 6－17－14
調

剤
鍋島　弘美

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
14日

73
ジャパンファー

マシー薬局
中央区谷町 4－ 1－ 2

調

剤
前田　光男

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
14日

74 たつみ薬局
中央区上本町西 5－ 3

－ 1

調

剤
藤井　照美

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
23日

75
ハローファイン

薬局

中央区松屋町 9－ 1　

セントラルフォーラム

松屋町ビル 1Ｆ

調

剤
中尾　敦恵

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
23日

76 法円坂薬局 中央区谷町 4－ 3－ 2
調

剤
堅田　明彦

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
16日

77 マルゼン薬局 中央区玉造 1－21－16
調

剤
太田　和彦

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
7 日

78
南薬剤師会セン

ター薬局

中央区難波 3－ 5 －14

　東ビル 2Ｆ

調

剤
谷澤　靖博

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
23日

79 もも薬局 中央区玉造 1－ 6－16
調

剤
後藤　悦子

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
14日

80 あけぼの薬局 西区南堀江 4－15－16
調

剤
北村　孝久

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
23日

81 アスカ薬局 西区九条 1－12－14
調

剤
奥村　一隆

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
11日

82
阿波座たまご薬

局

西区靭本町 2－ 4 －10

　都ビル 1階

調

剤
守田　政義

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
14日

83 江戸堀薬局
西区江戸堀 1－ 8 －22

　YＴＭビル 1階

調

剤
宮元　章

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
8 日

84
大阪阿波座

さくら薬局

西区立売堀 5－ 6 －22

　大西ハウスサツマボ

リ 1Ｆ

調

剤
大塚　敏

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
21日

85 オレンジ薬局
西区九条 1－28－14　

セントラルハイツ 1Ｆ

調

剤
柳生　美江

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
25日

86 カイセイ薬局
西区立売堀 6－ 2 － 3

　平野ビル 1 F 2 F

調

剤
飯田　彰

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
18日

87 北村神鳴堂薬局
西区北堀江 4－ 2 －40

－123

調

剤
北村　孝久

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
23日

88
スギ薬局　

九条店
西区九条 2－ 7－15

調

剤
杉浦　広一

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
30日

89 ソネ薬局 西区新町 1－25－15
調

剤
曽根　進一

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
18日

90 松浦薬局 西区九条 3－20－16
調

剤
松浦　広

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
10日

91 ゆうあい薬局
西区九条 1－14－ 3 　

新道ハイツ 1階101号

調

剤
清水　章

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
24日

92 うしお薬局 港区築港 1－14－ 2
調

剤
伊藤　寛

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
11日

93
コトブキ薬局　

夕凪店
港区夕凪 2－ 1－ 7

調

剤
川手　理恵

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
22日

94 そうごう薬局 港区市岡 1－15－ 6
調

剤
金納　健太郎

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
28日
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95 なぎさ薬局 港区磯路 3－ 3－ 3
調

剤
奥村　禮子

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
23日

96 ヒロタ薬局 港区波除 3－ 4－23
調

剤
杉本　敏子

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
14日

97 みずさき薬局 港区築港 1－14－ 3
調

剤
三島　隆一郎

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
14日

98
アップルプラス

薬局

大正区三軒家西 1－ 5

－20

調

剤
吉井　信幸

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
11日

99 カネシロ薬局 大正区平尾 4－20－14
調

剤
金城　鉄男

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
11日

100
共栄薬局　

大正店

大正区三軒家東 5－ 5

－20

調

剤
宮辻　孝治

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
30日

101 くすのき薬局
大正区泉尾 3－11－24

プロニティ江川 1階

調

剤
平井　英人

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
22日

102 くりはし薬局 大正区泉尾 2－11－10
調

剤
豊田　順義

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
14日

103 コトブキ薬局 大正区泉尾 1－23－ 9
調

剤
川手　理恵

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
22日

104
コトブキ薬局　

泉尾店

大正区泉尾 4－17－12

－103Ａ

調

剤
川手　理恵

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
22日

105 すみれ薬局
大正区小林西 2－ 3 －

7

調

剤
奥村　禮子

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
23日

106
セガミ薬局　

大正店

大正区三軒家東 5－ 5

－21

調

剤
瀬上　修

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
31日

107 大正薬局 大正区平尾 5－ 3－19
調

剤
山岡　伸一

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
11日

108 桃谷薬局
天王寺区真法院町 6－

11

調

剤
武井　和子

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
30日

109
日本調剤　

新大阪薬局

淀川区宮原 1－ 2 －70

ホテルラフォーレ新大

阪 3階

調

剤
三津原　博

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
24日

110 ドージン薬局
東淀川区淡路 2－ 8 －

6

調

剤
鈴木　義孝

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
28日

111
勝山ファーマラ

イズ薬局

生野区勝山南 4－ 5 －

4

調

剤
大野　利美知

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
16日

112

イムノファーマ

シー　しみず薬

局

旭区清水 3－27－17
調

剤
杉村　利史

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
29日

113

イムノファーマ

シー　せきめ薬

局

城東区成育 5－23－ 9

　関目タウンビル 1階

調

剤
杉村　利史

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
29日

114

イムノファーマ

シー　のえ駅前

薬局

城東区成育 2－11－ 2

　フローラルステージ

成育 1階

調

剤
杉村　利史

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
29日

115

イムノファーマ

シー　

パーク薬局

阿倍野区旭町 1－ 1 －

14　第 2竹澤ビル地下

1階

調

剤
杉村　利史

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
29日

116
日本調剤　

あべの薬局

阿倍野区旭町 1－ 2 －

7　あべのメディック

スビル103

調

剤
三津原　博

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
24日

117
杭全ファーマラ

イズ薬局

東住吉区杭全 7－ 9 －

18

調

剤
大野　利美知

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
16日

118
共栄薬局　

平野東店

平野区平野東 1－ 8 －

5

調

剤
宮辻　孝治

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
30日

119

ＨＢＣ　ＳＴＯ

ＲＥ　

カナート薬局

西成区岸里 1－ 1 －95

　カナートモール天下

茶屋 2階

調

剤
林　紀男

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
29日

120
共栄薬局　

阿倍野店
西成区山王 1－ 9－ 7

調

剤
宮辻　孝治

平成
18年
10月
1 日

平成
18年
8 月
30日

（心身障害者リハビリテーションセンター相談課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1075号
　浦江庭球場は、大阪市公園条例（昭和52年大阪市条例第29号）第
9条第 4項の規定に基づき、平成18年12月 1 日（金）から平成19年
1 月31日（水）までの期間供用を休止する。

　　平成18年10月 6 日
大阪市長　　關　　　淳　一　

（ゆとりとみどり振興局緑化推進部　北部方面公園事務所）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1076号
　大阪市立ゆとり健康創造館のサービスにかかる利用料金につい
て、大阪市立ゆとり健康創造館条例（平成10年大阪市条例第48号）
第 9条第 4項の規定に基づき、次のとおり承認したので、同条第 5
項の規定に基づき公告する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
1　サービス事業
　　ボディートリートメント事業
2　利用料金
　⑴　種別
　　　岩盤浴（スーパーダイエット・デトックスコース）
　⑵　利用料金

 1 人 1 月につき17,500円。ただし、 1日あたりの利用は 1回
30分限りとする。

（経済局産業振興部都市産業課）
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1077号
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 5条第 1項の規
定に基づき大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条第 3項
の規定により次のとおり公告する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
1　届出の概要
⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地
　（仮称）イズミヤ玉造店
　　大阪市天王寺区玉造元町10番 1 他
⑵　大規模小売店舗を設置する者の氏名及び住所
　宗鐵土地建物株式会社　代表取締役　石川　尹晧
　奈良県高市郡高取町大字下土佐331番地
⑶　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名及び住所
　イズミヤ株式会社　代表取締役　林　紀男
　大阪市西成区花園南 1丁目 4番 4号
　ほか未定
⑷　大規模小売店舗の新設をする日
　　平成19年 5 月29日
⑸　大規模小売店舗内の店舗面積の合計
    1,614㎡
⑹　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
　①　駐車場の収容台数
      45台
②　駐輪場の収容台数
    140台
③　荷さばき施設の面積
    66㎡
④　廃棄物等の保管施設の容量
    24㎥

　⑺　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
①　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻
　　ア　開店時刻　午前 9時
　　イ　閉店時刻　午後12時
②　来客が駐車場を利用することができる時間帯
　　午前 8時45分から午前 0時15分まで
③　駐車場の自動車の出入口の数

    1 箇所
　　④　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　　　午前 6時から午後 9時まで
2　届出年月日
　　平成18年 9 月28日
3 　届出及び添付書類の縦覧
　⑴　縦覧に供する場所
①　大阪市経済局産業振興部商業振興課
　　大阪市北区中之島 1丁目 3番20号　大阪市役所 7階
②　大阪市天王寺区役所区民企画室
　大阪市天王寺区真法院町20番33号　大阪市天王寺区役所 5
階

　⑵　期間
　平成18年10月 6 日（金）から平成19年 2 月 6 日（火）まで

　⑶　時間
　午前 9時30分から午後 5時まで（日曜日、土曜日、祝日その
他の大阪市の休日を除く。）

4　大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定による意見書の提出
期限及び提出先
　⑴　提出期限
　　　平成19年 2 月 6 日（火）
　⑵　提出先
　　　上記 3⑴①及び②に同じ

（経済局産業振興部商業振興課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1078号
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 1項の規
定に基づき大規模小売店舗の変更の届出があったので、同法第 6条
第 3項において準用する同法第 5条第 3項の規定により次のとおり
公告する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
1　届出の概要
　⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　　南海ターミナルビル
　　　大阪市中央区難波 5丁目12番地他35筆
　⑵　大規模小売店舗を設置する者の氏名及び住所
　　　南海都市創造株式会社　代表取締役　山中　諄
　　　大阪市中央区難波 5丁目 1番60号
　⑶　変更事項
　大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び所在地
（変更前）株式会社髙島屋　代表取締役　鈴木　弘治
　　　　　大阪市中央区難波 5丁目 1番 5号
　　　　　ほか137名
（変更後）株式会社髙島屋　代表取締役　鈴木　弘治

　大阪市中央区難波 5丁目 1番 5号
　ほか136名

　⑷　変更年月日
　　平成18年 9 月 1 日
2 　届出年月日
　　平成18年 9 月28日
3 　届出書類の縦覧
　⑴　縦覧に供する場所

大阪市経済局産業振興部商業振興課
大阪市北区中之島 1丁目 3番20号　大阪市役所 7階

　⑵　期間
　　　平成18年10月 6 日（金）から平成19年 2 月 6 日（火）まで
　⑶　時間
　午前 9時30分から午後 5時まで（日曜日、土曜日、祝日その
他の大阪市の休日を除く。）

4　大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定による意見書の提出
　　期限及び提出先
　⑴　提出期限



大　阪　市　公　報　第 5298 号平成18年10月 6 日

20 21

平成19年 2 月 6 日（火）
　⑵　提出先
　　　上記 3⑴に同じ

（経済局産業振興部商業振興課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1079号
　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第 6条第 2項の規
定に基づき大規模小売店舗の変更の届出があったので、同法第 6条
第 3項において準用する同法第 5条第 3項の規定により次のとおり
公告する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
1　届出の概要
⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地
　南海ターミナルビル
　大阪市中央区難波 5丁目12番地他35筆
⑵　大規模小売店舗を設置する者の氏名及び住所
　南海都市創造株式会社　代表取締役　山中　諄
　大阪市中央区難波 5丁目 1番60号
　株式会社髙島屋　代表取締役　鈴木　弘治
　大阪市中央区難波 5丁目 1番 5号

　⑶　変更事項
　　①　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

（変更前）　93,488㎡
（変更後）108,988㎡

　　②　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
ア　駐車場の位置及び収容台数
（変更前）ターミナルビル駐車場　 389台

　髙島屋元町駐車場　 236台
（変更後）ターミナルビル駐車場　 325台

　髙島屋本町駐車場　 236台
　市立塩草駐車場　   80台

イ　駐輪場の位置及び収容台数
（変更前）　 0台
（変更後）180台（建物 2階東側）
ウ　荷さばき施設の位置
（変更前）南海ターミナルビル地下 3階他 3箇所
（変更後）南海ターミナルビル地下 2階他 2箇所
エ　廃棄物保管施設の位置及び容量
（変更前）248㎥（南海ターミナルビル地下 3階他 1箇所）
（変更後）311㎥（南海ターミナルビル地下 3階他 2箇所）

　⑷　変更年月日
　　　平成21年秋
2　届出年月日
　　平成18年 9 月28日
3 　届出及び添付書類の縦覧
　⑴　縦覧に供する場所
　　①　大阪市経済局産業振興部商業振興課

大阪市北区中之島 1丁目 3番20号　大阪市役所 7階
　　②　大阪市中央区役所区民企画室

　大阪市中央区久太郎町 1丁目 2番27号　大阪市中央区役所

1階
　⑵　期間
　　　平成18年10月 6 日（金）から平成19年 2 月 6 日（火）まで
　⑶　時間
　午前 9時30分から午後 5時まで（日曜日、土曜日、祝日その
他の大阪市の休日を除く。）

4　大規模小売店舗立地法第 8条第 2項の規定による意見書の提出
期限及び提出先
　⑴　提出期限
　　　平成19年 2 月 6 日（火）
　⑵　提出先
　　上記 3⑴に同じ

（経済局産業振興部商業振興課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1080号
　計量法（平成 4年法律第51号）第19条及び第21条の規定により特
定計量器（取引や証明等に使用するはかり）の定期検査を実施する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
1　特定計量器定期検査実施区域及び検査場所

　平成18年　 　　西　区
検査月日 曜 検 査 場 所 所　在　地
11月10日 金 花 乃 井 中 学 校 江戸堀 2－ 8－29
11月13日 月 九 条 北 小 学 校 九条南 4－ 7－38
11月14日 火 堀 江 小 学 校 北堀江 3－ 2－16
11月16日 木 九 条 南 小 学 校 九条南 2－13－17
11月17日 金 明 治 小 学 校 阿波座 2－ 3－35

2 　所在場所における検査
　特定計量器を土地又は建物その他の工作物に取り付けて使用す
る場合、その他特別な事由がある場合については別に検査するの
で、定期検査の前日までに大阪市港区田中 3丁目 1 番126号大阪
市計量検査所（電話6577－5888）まで問い合わせされたい。

（経済局　計量検査所）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1081号
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第 1 項第 5 号の規定
に基づく次の道路について、大阪市建築基準法施行条例（平成12年
大阪市条例第62号）第 5条の規定により廃止を承認した。
　その関係図書は、大阪市住宅局建築指導部指導課において一般の
縦覧に供する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
廃止承認年月日及び指令番号
平成18年 9 月21日 大阪市指令住宅（宅）第35号
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地　　名 地　　番 道路幅員 道路延長 摘　要

住 吉 区
苅田 9丁目

51番
51番 2
57番

ｍ

6.0

ｍ

116. 82

（住宅局建築指導部指導課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1082号
　市道の路線名を、次のように変更する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　

旧 新

大淀区第30号線 北区第30号線

（建設局管理部管理課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1083号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定に基づき、
次のように国道の区域を変更する。
　その関係図面は、大阪市建設局において告示の日から30日間一般
の縦覧に供する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　

路　線　名 区　　間
旧
新
別

敷地の
幅　員

敷地の
延　長

国道176号

北区中津　 7丁目
31番の19地から

同区大淀北 1丁目
15番地まで

（参考図参照）

旧

ｍ

18.00 ～
21.50

ｍ

150.00

新

27.20 ～
29.50

及び
7.00

150.00
及び
58.00

（建設局管理部管理課）

　
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1084号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定に基づき、
次のように市道の区域を変更する。

　その関係図面は、大阪市建設局において告示の日から30日間一般
の縦覧に供する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　

路　線　名 区　　間
旧
新
別

敷地の
幅　員

敷地の
延　長

北 区
第 30 号 線

北区大淀北 1丁目
4番の 7地から

同区同　　 1丁目
4番の 1地まで
（参考図参照）

旧

ｍ

8.00

ｍ

12.00

新

8.00
及び

7.00 ～
12.00

12.00
及び
65.00

（建設局管理部管理課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰



大　阪　市　公　報　第 5298 号平成18年10月 6 日

22 23

大阪市告示第1085号
　道路法（昭和27年法律第180号）第71条第 3 項の規定により、次
のとおり公告する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
　次の道路上にある物件は、道路法第43条の規定に違反するので、
平成18年10月20日までに除却されたい。
　その日までに除却されない場合は、市長又はその命じた者若しく
は委任した者が除却する ｡

NO 種　　類 場　　　所

1
普通自動車
（トヨタ　茶色）

住之江区住之江 3丁目14番先

2
普通自動車
（ニッサン　茶色）

住之江区粉浜西 3丁目 1番先

3
普通自動車
（ダイハツ　白色）

住之江区北加賀屋 5丁目 4番先

4
普通自動車
（ミツビシ　黒色）

住吉区我孫子 1丁目 8番先

5
普通自動車
（ミツビシ　白色）

住吉区我孫子 1丁目 8番先

6
普通自動車
（トヨタ　紺色）

住吉区我孫子 1丁目 8番先

7
普通自動車
（ホンダ　黒色）

住吉区長居西 3丁目 6番先

8
普通自動車
（ホンダ　紫色）

西淀川区中島 1丁目22番先

9
普通自動車
（ミツビシ　黒色）

西淀川区中島 2丁目10番先

10
自動二輪車
（ホンダ　黒色）

東淀川区西淡路 1丁目 1番先

11
普通自動車
（スバル　黒色）

東淀川区西淡路 6丁目 2番先

12
自動二輪車
（ヤマハ　赤色）

東淀川区豊里 7丁目11番先

13
普通自動車
（ミツビシ　赤色）

東住吉区住道矢田 7丁目 2番先

14
普通自動車
（外国車　黒色）

東住吉区住道矢田 7丁目 2番先

15
普通自動車
（ホンダ　黒色）

東住吉区住道矢田 7丁目 4番先

16
普通自動車
（ニッサン　白色）

東住吉区住道矢田 7丁目 4番先

17
普通自動車
（ニッサン　灰色）

東住吉区公園南矢田 3丁目19番先

18
普通自動車
（トヨタ　緑色）

東住吉区矢田 1丁目11番先

19
普通自動車
（外国車　灰色）

東住吉区湯里 2丁目 7番先

20
普通自動車
（トヨタ　白色）

生野区巽東 4丁目 7番先

21
自動二輪車
（ヤマハ　黒色）

生野区巽西 2丁目 2番先

22
普通自動車
（ミツビシ　白色）

生野区桃谷 3丁目 2番先

23
自動二輪車
（カワサキ　黒色）

福島区吉野 4丁目12番先

24
自動二輪車
（ホンダ　銀色）

福島区吉野 4丁目18番先

25
自動二輪車
（ホンダ　緑色）

北区天満 4丁目16番先

（建設局管理部路政課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1086号
　道路法（昭和27年法律第180号）第71条第 3 項の規定により、次
のとおり公告する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　
　次の道路上にある物件（現場において除却勧告書をはっている物
件）は、道路法第43条の規定に違反するので、平成18年10月20日
までに除却されたい。
　その日までに除却されない場合は、市長又はその命じた者若しく
は委任した者が除却する。

除 却 実 施 場 所
中 央 区 内 の 本 市 管 理 道 路
天 王 寺 区 内 の 本 市 管 理 道 路
浪 速 区 内 の 本 市 管 理 道 路
東 淀 川 区 内 の 本 市 管 理 道 路

（建設局管理部路政課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市告示第1087号
　次の金融機関の店舗について、大阪市収納代理金融機関及び大阪
市収納取扱金融機関の店舗の指定取消の決定をしたので、地方自治
法施行令（昭和22年政令第16号）第168条第 9 項及び地方公営企業
法施行令（昭和27年政令第403号）第22条の 2 第 3 項の規定に基づ
き告示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市長　　關　　　淳　一　

金融機関名 店舗名 所在地 取消日 継承店
株 式 会 社
関西アーバン
銀 行

光善寺支店
大阪府枚方市北
中振 3丁目20番
8 － 101号

平成18年
10月16日

香里支店

株 式 会 社
関西アーバン
銀 行

鶴 見 支 店
大阪府大阪市鶴
見区諸口 4丁目
10番 9 号

平成18年
10月23日

茨田支店

（収入役室会計指導課）
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市交通局告示第29号
　次のとおり落札者等について公示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市交通局長　　岡　本　　　勉　
〔掲載順序〕
◎　契約担当課（所在地）
①調達件名、数量（予定数量）及び調達方法　②契約方式　③落
札決定日（随意契約の場合は契約日）　④落札者（随意契約の場
合は契約相手方）　⑤落札金額（随意契約の場合は契約金額）　⑥
入札公告日又は公示日　⑦随意契約の場合はその理由
◎　契約担当課　交通局総務部経理課（大阪市西区九条南 1丁目12
番62号）
①第 8 号線建設に伴う井高野駅（仮称）他10駅　自動改札装置
　一式　製作・据付　②一般　③18. 8 .23　④日本信号㈱大阪支
社　大阪市中央区淡路町 3 丁目 6 番 3 号　⑤420,000,000円　⑥
18. 6 .23
①第 8 号線建設に伴う井高野駅（仮称）他10駅　自動精算機　
一式　製作・据付　②一般　③18. 8 .23　④日本信号㈱大阪支
社　大阪市中央区淡路町 3 丁目 6 番 3 号　⑤132,541,500円　⑥
18. 6 .23
①第 8号線建設に伴う井高野駅（仮称）他10駅　券売機　一式　
製作・据付　②一般　③18. 8 .23　④㈱東芝関西支社　大阪市北
区大淀中 1丁目 1番30号　⑤343,350,000円　⑥18. 6 .23
①第 8号線建設に伴う井高野駅（仮称）他10駅　遠隔監視装置　
一式　製作・据付　②一般 ③18. 8 .23　④㈱東芝関西支社　大阪
市北区大淀中 1丁目 1番30号　⑤137,025,000円　⑥18. 6 .23
①大阪市交通局自動車部オンラインシステム更新機器　一式　長
期借入　②一般　③18. 8 .23　④富士通リース㈱　東京都新宿区
西新宿 2丁目 7番 1号　⑤118,036,296円　⑥18. 6 .23
①軽油Ａ　 9 月分　360ＫＬ　買入　②一般　③18. 8 .24　④
トーヨーエナジー㈱　大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番14号　⑤
98,670円（ 1 KL単価）　⑥18. 7 .14
①軽油Ｂ　 9 月分　260ＫＬ　買入　②一般　③18. 8 .24　④伊
丹産業㈱　兵庫県伊丹市中央 5 丁目 5 番10号　⑤98,670円（ 1
KL単価）　⑥18. 7 .14
①軽油Ｃ　 9 月分　300ＫＬ　買入　②一般　③18. 8 .24　④伊
丹産業㈱　兵庫県伊丹市中央 5 丁目 5 番10号　⑤98,775円（ 1
KL単価）　⑥18. 7 .14
①軽油Ｄ　 9 月分　240ＫＬ　買入　②一般　③18. 8 .24　④
トーヨーエナジー㈱　大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番14号　⑤
98,775円（ 1 KL単価）　⑥18. 7 .14
①軽油Ｅ　 9 月分　230ＫＬ　買入　②一般　③18. 8 .24　④
トーヨーエナジー㈱　大阪市中央区徳井町 2 丁目 4 番14号　⑤
98,460円（ 1 KL単価）　⑥18. 7 .14

（交通局総務部総務課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市交通局告示第30号
　一般競争入札を執行するので、次のとおり公示する。

　　平成18年10月 6 日
大阪市交通局長　　岡　本　　　勉　

1　担当課
〒552－0007　大阪市港区弁天 1丁目 2番 1－1300号
　大阪市財政局契約監理部
　　契約課　電話　06－4395－7161
　　審査課　電話　06－4395－7141

2 　入札に付する事項
⑴　製造物品及び数量
　　江坂駅他41駅　券売機製作   　　　 一式
　　（電子入札対象案件）
⑵　製造物品の特質等
　　入札説明書による。
⑶　納入期限
　　平成19年 3 月30日
⑷　納入場所
　　入札説明書による。
3　入札参加資格
　次に掲げる要件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査に
おいて、その資格を認められた者は入札に参加することができる。
　なお、本市入札参加有資格者名簿に登録されていない者は、本
市入札参加資格審査申請（以下「資格審査申請」という。） を財
政局契約監理部審査課に行えば当該審査を行う。ただし、平成18
年10月23日（月）までに資格審査申請を行わない場合は、入札に
参加することができない。
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の 4 の規
定に該当しない者であること
⑵　入札参加申請時において、大阪市競争入札指名停止措置要綱
に基づく指名停止を受けていないこと
⑶　平成16・17・18・19年度本市入札参加有資格者名簿に物品種
目「30電気機器・通信・情報処理機器」で登録していること
⑷　日本鉄道サイバネティクス協議会の会員であること
⑸　日本鉄道サイバネティクス協議会が定める規格（CJRC規格）
の開示を受けていること
⑹　関西サイバネティクス協議会が定める規格（関西共通SF仕
様、以下に示す仕様書）の開示を受けていること
　　関西共通ＳＦカードシステム仕様書
　　関西共通ＳＦカード仕様書
⑺　スルッとKANSAI 協議会が定める共通 IC カードの各種基
本仕様書の開示を受けていること
⑻　当該物品又はこれと類似する物品について、同程度規模の納
入実績があること
⑼　当該物品を納入後、修理、点検、保守その他アフターサービ
ス及び部品供給等について、適切かつ迅速な体制が整備されて
いることの証明書の提出ができること

4　入札説明書の交付場所等
⑴　入札説明書等の交付場所、入札参加申請書の受付場所及び当
該入札に関する問い合わせ先　
　システム上及び担当課（ 1に同じ）
⑵　入札説明書等の交付方法　
　　公示の日から平成18年10月23日（月）まで無償により交付す
る。
⑶　入札参加申請書の受付期間
　　公示の日の翌日から平成18年10月23日（月）午後 5時まで
5　契約条項を示す場所
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　大阪市西区九条南 1丁目12番62号
　大阪市交通局総務部経理課
　電話　06－6585－6254
6 　入札執行の日時等
⑴　電子入札による場合
①　入札書受付期間
　　平成18年11月28日（火）から平成18年11月29日（水）まで
の午前 9時から午後 5時まで
②　開札予定日時
　　平成18年11月30日（木）午後 1時30分
③　場所
　　システム上とする。
⑵　紙入札による場合
①　入札書受付期間
　　平成18年11月30日（木）午後 1時から午後 1時30分まで
②　開札予定日時
　　平成18年11月30日（木）午後 1時30分
③　場所
　　大阪市財政局契約監理部契約課第 2入札室（ 1に同じ）
　　ただし、大阪市交通局契約規程（昭和42年大阪市交通事業
管理規程第 4 号。以下「契約規程」という。）第21条第 3 項
に規定する郵便等による入札の場合は平成18年11月29日（水）
午後 5時までに必着のこと

7　入札保証金等
　⑴　入札保証金
　　免除
⑵　契約保証金
　　要
　　ただし、契約規程第36条第 1項の規定に該当する場合は、免
除する。
⑶　保証人
　　不要
⑷　契約手続において使用する言語及び通貨
　　日本語及び日本国通貨
⑸　契約書作成の要否
　　要
⑹　落札者の決定方法
　　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とする。

8　入札者に要求される事項
　入札に参加を希望する者は、本公示に示した入札参加申請書等
を平成18年10月23日（月）午後 5時までに提出又は郵便等により
必着しなければならない。提出された証明書等の審査の結果によ
っては、入札に参加することができない。
　なお、当該書類に関し、本市より説明を求められた場合には、
これに応じなければならない。
9　入札の無効
　　契約規程第24条第 1項の規定に該当する入札
10　その他
⑴　この調達は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を
受けるものである。
⑵　詳細は入札説明書による。
11　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be manufactured : 
　Ticket vending machine manufacture for Esaka Station and 

forty-one other stations
⑵　The closing date and time for the submission of application 
forms and attached documents for the qualification confirmation 
: 5:00 PM, 23 October 2006
⑶　The date and time for the submission of tenders : 
①　on the Osaka City Electronic Tender System : from 
9:00AM, 28 November 2006 to 5:00PM, 29 November 2006
②　in person: from 1:00PM to 1:30PM, 30 November 2006
③　by post: 5:00PM, 29 November 2006
⑷　A contact point where tender documents are available :  
Procurement Department, Contracts Division, Finance Bureau, 
The City of Osaka 
  2-1-1300, Benten 1-chome, Minato-ku,
　Osaka 552-0007, TEL　06-4395-7161

（交通局総務部総務課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市交通局告示第31号
　一般競争入札を執行するので、次のとおり公示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市交通局長　　岡　本　　　勉　
1　担当課
　　〒552－0007　大阪市港区弁天 1丁目 2番 1－1300号
　　　大阪市財政局契約監理部
　　　　契約課　電話　06－4395－7161
　　　　審査課　電話　06－4395－7141
2 　入札に付する事項
⑴　借入物品及び数量
　大阪市交通局情報案内システム機器 一式　
　（電子入札対象案件）
⑵　借入物品の特質等
　　入札説明書による。
⑶　借入期間
　　平成19年 3 月 1 日から平成24年 2 月29日まで
　　契約日から借入の始期までの間は準備期間とする。
⑷　借入場所
　　入札説明書による。
3　入札参加資格
　次に掲げる要件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査に
おいて、その資格を認められた者は入札に参加することができる。
　なお、本市入札参加有資格者名簿に登録されていない者は、本
市入札参加資格審査申請（以下「資格審査申請」という。） を財
政局契約監理部審査課に行えば当該審査を行う。ただし、平成18
年10月23日（月）までに資格審査申請を行わない場合は、入札に
参加することができない。
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の 4 の規
定に該当しない者であること
⑵　入札参加申請時において、大阪市競争入札指名停止措置要綱
に基づく指名停止を受けていないこと
⑶　平成16・17・18・19年度本市入札参加有資格者名簿に物品種
目「46賃貸業務　Ａ情報機器」で登録していること
⑷　当該物品又はこれと類似する物品について、同程度規模の賃
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貸借契約の実績がある賃貸業の者であること
⑸　仕様書記載の条件を満たす納入予定物品諸元等証明書の提出
ができること
⑹　機器の据付、接続及び調整のできる体制が整備されているこ
との証明書の提出ができること
⑺　仕様書に定めたインストール作業ができることの証明書の提
出ができること

4　入札説明書の交付場所等
⑴　入札説明書等の交付場所、入札参加申請書の受付場所及び当
該入札に関する問い合わせ先
　システム上及び担当課（ 1に同じ）
⑵　入札説明書等の交付方法
　公示の日から平成18年10月23日（月）まで無償により交付す
る。
⑶　入札参加申請書の受付期間
　公示の日の翌日から平成18年10月23日（月）午後 5時まで

5　契約条項を示す場所
　　大阪市西区九条南 1丁目12番62号
　　大阪市交通局総務部経理課
　　電話　06－6585－6254
6 　入札執行の日時等
⑴　電子入札による場合
①　入札書受付期間
　平成18年12月 6 日（水）から平成18年12月 7 日（木）まで
の午前 9時から午後 5時まで
②　開札予定日時
　平成18年12月 8 日（金）午後 1時30分
③　場所
　システム上とする。

⑵　紙入札による場合
①　入札書受付期間
　平成18年12月 8 日（金）午後 1時から午後 1時30分まで
②　開札予定日時
　平成18年12月 8 日（金）午後 1時30分
③　場所
　大阪市財政局契約監理部契約課第 2入札室（ 1に同じ）
　ただし、大阪市交通局契約規程（昭和42年大阪市交通事業
管理規程第 4 号。以下「契約規程」という。）第21条第 3 項
に規定する郵便等による入札の場合は平成18年12月 7 日（木）
午後 5時までに必着のこと

7　入札保証金等
⑴　入札保証金
　免除
⑵　契約保証金
　要
　ただし、契約規程第36条第 1項の規定に該当する場合は、免
除する。
⑶　保証人
　不要
⑷　契約手続において使用する言語及び通貨
　日本語及び日本国通貨
⑸　契約書作成の要否
　要
⑹　落札者の決定方法
　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を

行った者を落札者とする。
8　入札者に要求される事項
　入札に参加を希望する者は、本公示に示した入札参加申請書等
を平成18年10月23日（月）午後 5時までに提出又は郵便等により
必着しなければならない。提出された証明書等の審査の結果によ
っては、入札に参加することができない。
　なお、当該書類に関し、本市より説明を求められた場合には、
これに応じなければならない。
9　入札の無効
　契約規程第24条第 1項の規定に該当する入札
10　その他
⑴　この調達は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を
受けるものである。
⑵　この調達は、地方自治法施行令第167条の17に該当する長期
継続契約案件である。
⑶　詳細は入札説明書による。
11　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be leased : 
　Osaka Municipal Transportation Bureau information System 

1 set 
⑵　The closing date and time for the submission of application 
forms and attached documents for the qualification confirmation 
: 5:00 PM,23 October 2006
⑶　The date and time for the submission of tenders : 
①　on the Osaka City Electronic Tender System: from 
9:00AM, 6  December 2006 to 5:00PM, 7  December 2006
②　in person: from 1:00PM to 1:30PM, 8  December 2006
③　by post: 5:00PM, 7  December 2006
⑷　A contact point where tender documents are available : 
　Procurement Department, Contracts Division, Finance 
Bureau, The City of Osaka 
2 - 1 -1300, Benten 1 -chome, Minato-ku, Osaka 552-0007, 
TEL　06-4395-7161

（交通局総務部総務課）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市交通局告示第32号
　一般競争入札を執行するので、次のとおり公示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市交通局長　　岡　本　　　勉　
1　担当課
　　〒552－0007　大阪市港区弁天 1丁目 2番 1－1300号
　　　大阪市財政局契約監理部
　　　　契約課　電話　06-4395-7161
　　　　審査課　電話　06-4395-7141
2 　入札に付する事項
⑴　買入物品及び数量
　停留所名表示装置（バス搭載）外 2点
　　内訳　①　停留所名表示装置 70台　
　　　　　②　方向幕機 70組　
　　　　　③　連動制御器 70台　

　　　　　　　　　（電子入札対象案件）
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⑵　製造物品の特質等
　入札説明書による。
⑶　納入期限
 1 回目　平成18年12月27日
 2 回目　平成19年 2 月28日

⑷　納入場所
　入札説明書による。

3　入札参加資格
　次に掲げる要件のすべてに該当し、本市の入札参加資格審査に
おいて、その資格を認められた者は入札に参加することができる。
　なお、本市入札参加有資格者名簿に登録されていない者は、本
市入札参加資格審査申請（以下「資格審査申請」という。） を財
政局契約監理部審査課に行えば当該審査を行う。ただし、平成18
年10月23日（月）までに資格審査申請を行わない場合は、入札に
参加することができない。
⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の 4 の規
定に該当しない者であること
⑵　入札参加申請時において、大阪市競争入札指名停止措置要綱
に基づく指名停止を受けていないこと
⑶　平成16・17・18・19年度本市入札参加有資格者名簿に物品種
目「32輸送用機器類　Ａ一般輸送機器」で登録していること
⑷　当該買入物品又はこれと類似する物品について、同程度規模
の納入実績があること
⑸　納入しようとする買入物品が仕様書に定めた条件を満たすこ
と
⑹　当該買入物品を納入後、修理、点検、保守その他アフターサ
ービス及び部品供給等について、納入後12年にわたり、適切か
つ迅速な整備体制を有すること

4　入札説明書の交付場所等
⑴　入札説明書の交付場所、入札参加申請書の受付場所、及び当
該入札に関する問い合わせ先
　システム上及び担当課（ 1に同じ）
⑵　契約条項を示す場所
〒550－8552　大阪市西区九条南 1丁目12番62号
　大阪市交通局総務部経理課　電話　06-6585-6254

⑶　入札説明書等の交付方法
　公示の日から平成18年10月23日（月）まで上記 1において無
償により交付する。
⑷　入札参加申請書の受付期間
　公示の日の翌日から平成18年10月23日（月）午後 5時まで

5　入札執行の日時等
⑴　電子入札による場合
　　①　入札書受付期間

　平成18年11月20日（月）から平成18年11月21日（火）まで
の午前 9時から午後 5時まで
②　開札予定日時
　平成18年11月22日（水）午後 1時30分
③　場所
　システム上とする。

⑵　紙入札による場合
①　入札書受付期間
　平成18年11月22日（水） 午後 1時から午後 1時30分まで
②　開札予定日時
　平成18年11月22日（水） 午後 1時30分
③　場所

　大阪市財政局契約監理部契約課第 2入札室（ 1に同じ）
　ただし、大阪市交通局契約規程（昭和42年大阪市交通事業
管理規程第 4号。以下、「契約規程」という。）第21条第 3項
に規定する郵便等による入札の場合、平成18年11月21日（火）
午後 5時までに必着のこと

6　入札保証金等
⑴　入札保証金
　免除
⑵　契約保証金
　要
　ただし、契約規程第36条第 1項の規定に該当する場合は免除
する。
⑶　保証人
　不要
⑷　契約手続において使用する言語及び通貨
　日本語及び日本国通貨
⑸　契約書作成の要否
　要
⑹　落札者の決定方法
　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とする。

7　入札者に要求される事項
　入札に参加を希望する者は、本公示に示した入札参加申請書等
を平成18年10月23日（月）午後 5時までに提出又は郵便等により
必着しなければならない。提出された証明書等の審査の結果によ
っては、入札に参加することができない。
　なお、当該書類に関し、本市より説明を求められた場合には、
これに応じなければならない。
8　入札の無効
　契約規程第24条第 1項の規定に該当する入札
9　その他
⑴　この調達は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を
受けるものである。
⑵　詳細は入札説明書による。
10　Summary
⑴　Nature and quantity of the products to be purchased:
①　Stop name indicator 70machine
②　Destination indicator 70sets
③　Control unit 70machine
⑵　The closing date and time for the submission of application 
　forms and attached documents for the qualification 
confirmation : 5:00 PM, 23 October 2006
⑶　The date and time for the submission of tenders : 
･ on the Osaka City Electronic Tender System :
from 9:00AM, 20 November 2006 to 5:00PM, 21 November 
2006
･ in person: from 1:00PM to 1:30PM, 22 November 2006
･ by post: 5:00PM, 21 November 2006

⑷　A contact point where tender documents are available : 
　Procurement Department, Contracts Division, Finance 
Bureau, The City of Osaka
2 - 1 -1300, Benten 1 -chome, Minato-ku, Osaka 552-0007
TEL 06-4395-7161

（交通局総務部総務課）
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市水道局告示第49号
　大阪市水道事業給水条例（昭和33年大阪市条例第19号）第13条第
1項の規定に基づき、次の者を指定給水装置工事事業者に指定した
ので、大阪市水道事業給水条例施行規程（昭和33年大阪市水道事業
管理規程第 4号）第17条第 1項の規定に基づき告示する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市水道局長　　近　藤　明　男　

名　　　　　称 所　　在　　地 指　定　日

（有）松浦設備
大阪市東住吉区湯里 5丁目
12番 6 号

平成18年 9 月26日

（水道局工務部給水担当）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市教育委員会告示第32号
　大阪市立中央図書館ほか23館は、大阪市立図書館規則（昭和36年
大阪市教育委員会規則第12号）第 2条第 3項の規定に基づき、図書
館ネットワークシステムの機器の入替えのため臨時休館する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市教育委員会　　　　
委員長　加　茂　紀　夫　

館　　名 期　　　間

中 央 図 書 館
平成18年12月27日（水）から
平成19年 1 月 7 日（日）まで

北 図 書 館
都 島 図 書 館
福 島 図 書 館
此 花 図 書 館
島 之 内 図 書 館
港 図 書 館
大 正 図 書 館
天 王 寺 図 書 館
浪 速 図 書 館
西 淀 川 図 書 館 平成18年12月27日（水）
淀 川 図 書 館
東 淀 川 図 書 館
東 成 図 書 館
生 野 図 書 館
旭 図 書 館
城 東 図 書 館
鶴 見 図 書 館
阿 倍 野 図 書 館
住 之 江 図 書 館
住 吉 図 書 館
東 住 吉 図 書 館
平 野 図 書 館
西 成 図 書 館

（教育委員会事務局　中央図書館）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大阪市教育委員会告示第33号
　大阪市立中央図書館は、大阪市立図書館規則（昭和36年大阪市教
育委員会規則第12号）第 2条第 3項の規定に基づき、次のとおり臨
時開館する。
　　平成18年10月 6 日

大阪市教育委員会　　　　
委員長　加　茂　紀　夫　

名　　称 臨時開館する日 開　館　時　間

大阪市立
中央図書館

平成18年12月23日（土）
午前 9時15分から
午後 5時まで

平成19年 1 月 8 日（月）
平成19年 2 月11日（日）
平成19年 3 月21日（水）

（教育委員会事務局　中央図書館）

公　　　　告

大阪市公告第113号
　次の物件は、本市の管理する道路に放置されており、市民に迷惑
をかけているので、平成18年10月10日までに除却されたい。
　その日までに除却されない場合は、市長又はその命じた者若しく
は委任した者が除却する。
　　平成18年 9 月26日

大阪市長　　關　　　淳　一　

種　　類 場　　　　所
自動二輪車
（ヤマハ　黒色）

西成区鶴見橋1丁目4番先

（建設局管理部路政課）
（平18. 9 .26掲示済）



古紙配合率100％再生紙を使用しています 


